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評価基準について 

 

法人の評価は「項目別評価」と「全体評価」により行う。 

 

１ 項目別評価 

(1) 法人による自己評価 

法人は、中期計画の最小単位の項目（以下「小項目」という。）

ごとに自己評価を行う。その際、以下の５段階の区分により、

その判断理由を付して進捗状況を評価する。 

 

【評価基準】 

Ⅴ：中期計画を大幅に上回って実施している。 

 （達成度が１２０％以上で顕著な実績と認められるもの） 

Ⅳ：中期計画を計画どおり実施している。 

 （達成度が１００％以上と認められるもの） 

Ⅲ：中期計画を概ね実施している。 

 （達成度が８５％以上１００％未満と認められるもの） 

Ⅱ：中期計画を十分には実施していない。 

 （達成度が８５％未満と認められるもの） 

Ⅰ：中期計画を実施していない。 

 （中期計画が未実施と認められるもの） 

※定量的な指標がない項目については、上記基準に準じて評

価するものとする。 

 

(2) 市による評価 

市は、法人が行った自己評価の妥当性を検証し、法人と評価

が異なる場合には、その理由等を示す。 

こうしたことを踏まえ、中期目標に掲げた各項目の達成状況

又は達成見込みについて、各事業年度における業務の実績、法

人による自己評価等を総合的に確認し、次に掲げる中期目標の

大項目ごとに、５段階の基準により、その達成状況又は達成見

込みの状況を評価する。 

 

【評価項目：中期目標大項目】 

①   市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項（良質で安全な医療の提供） 

②   市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項（医療に関する調査および研究） 

③   市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項（人材の確保と育成） 

④   市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項（地域医療への貢献） 
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⑤   市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項（災害時の体制強化） 

⑥   業務運営の改善および効率化に関する事項 

⑦   財務内容の改善に関する事項 

⑧   その他業務運営に関する重要事項 

 

【評価基準】 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。 

（市が特に認める場合） 

Ａ：中期目標を達成している。 

（市の小項目別評価が全てⅤ又はⅣ） 

Ｂ：中期目標を概ね達成している。 

（市の小項目別評価でⅠの項目がなく、Ⅲ以上の割合が

９割以上） 

Ｃ：中期目標を十分には達成できていない。 

（Ｂ評価となるものを除き、市の小項目別評価でⅠ又は

Ⅱの項目がある。） 

Ｄ：業務の大幅な改善が必要である。 

（市が特に認める場合） 

※上記の評価基準は目安であり、社会情勢等の変化による

事業の遅延又は中止等、小項目ごとの重要性等を考慮して

決定する。 

なお、法人の取組を社会に積極的にアピールすることや、法

人全体の改善・充実を図る観点から、特筆すべき事項を付す。 

 

２ 全体評価 

全体評価は、項目別評価結果を踏まえ、業務の達成状況又は達

成見込みの状況、財務状況又は財務見込みの状況および法人のマ

ネジメントの観点から、法人の活動全体について定性的に評価す

る。 

また、あわせて、必要に応じて組織および業務運営に係る改善

を要する事項等を付す。 
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□全体評価 
 

１ 業務の達成状況又は達成見込みの状況について 

法人の第１期中期目標期間終了時に見込まれる業績について、地

方独立行政法人移行後の平成２６年度から平成２９年度までの間は、

中期計画に定めた項目が概ね実施され、中期目標期間最終年度であ

る平成３０年度も概ね中期計画どおりに進む見込みであり、中期目

標が概ね達成される見込みである。 

中期目標期間を通じて、法人は地方独立行政法人のメリットであ

る自立性を十分に活かし、必要な人材の確保や育成を図りつつ、地

域の中核的な公的医療機関として高度・専門医療や結核・精神、救

急医療、小児・周産期医療などを提供し、市民の健康の維持および

増進に取り組むとともに、電子カルテシステムの導入などによる業

務の効率化にも取り組み、患者サービスの向上を図ってきた。 

また、医療の充実や施設のアメニティ向上を図るため、病院改築

の検討を行い、その結果を踏まえ、市立秋田総合病院改築基本構想

の策定、病院改築基本設計業務の実施により、順調に計画が進行し

ている。 

このような取組の中、第１期中期目標期間中において特に評価さ

れる取組は以下のとおりであり、中期目標期間終了まで確実に業務

を執行していくことを期待するものである。 

○良質で安全な医療の提供については、小児科救急外来の運営、地

域包括ケア病棟や基幹型認知症疾患医療センターの開設、脳血管

疾患のリハビリテーションの充実および身体合併症を持つ精神病

患者の受入れなどが評価される。 

○医療に関する調査および研究については、全国・院内がん登録や

ＩＣＤ疾病登録など、治療実績や医療に関する情報の蓄積・管理

を行うとともに、診断症例の積極的な公開が行われていると評価

される。 

○人材の確保と育成については、医師、看護師および医療技術者の

確保ならびに職務上必要な資格取得への支援が評価される。 

○地域医療への貢献については、地域の医療を担う医療従事者の育

成のほか、地域や公的機関が主催する健康教室等への職員の派遣

が評価される。 

○災害時の体制強化については、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

の維持や災害備蓄品の整備が評価される。 

 

２ 財務状況又は財務見込みの状況について 

地方独立行政法人移行後は、４年連続で経常収支の黒字を達成し、

平成３０年度も黒字を達成する見込みであり、安定した経営基盤の

確保が図られたと評価される。 
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３ 法人のマネジメントについて 

概ね順調に実施しているものと認められるが、職員研修の実施や

地域医療機関との連携において、不十分な取組が見受けられる。中

期目標の達成に向け、中期計画で定めた事項を着実に実施するため

にも、理事長のリーダーシップの元、業務執行のＰＤＣＡサイクル

を有効に機能させるよう努められたい。 
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□項目別評価 
 

１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項（良質で安全な医療の提供） 

評価 Ｂ（中期目標を概ね達成している。） 

 

中期計画記載の２４項目のうち、Ⅳ評価（中期計画を計画どお

り実施している。）が１３項目、Ⅲ評価（中期計画を概ね実施し

ている。）が１１項目と、全ての項目がⅣ又はⅢ評価であり、中

期目標を概ね達成する見込みである。 

○特筆すべき点 

・病児保育施設や院内保育施設および地域包括ケア病棟や基

幹型認知症疾患医療センターを開設・運営するとともに、

結核・精神等の採算性の低い医療を継続して提供し、地域

の中核的な公的医療機関として役割を果たした。 

・秋田県がん診療連携推進病院としての高度な外科治療をは

じめ、化学療法と手術療法を組み合わせた取組の実施、緩

和ケアや歯科口腔ケアの実施など、集学的治療を積極的に

実施した。 

 

２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項（医療に関する調査および研究） 

評価 Ａ（中期目標を達成している。） 

 

中期計画記載の１項目が、Ⅳ評価（中期計画を計画どおり実施

している。）となっており、中期目標を達成する見込みである。 

○特筆すべき点 

・治療実績や医療に関する情報の蓄積・管理に努めるととも

に、臨床研究や治験の審査結果を公開し、透明性の確保に

取り組んだ。 
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３ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項（人材の確保と育成） 

評価 Ａ（中期目標を達成している。） 

 

中期計画記載の４項目のうち、Ⅳ評価（中期計画を計画どおり

実施している。）が４項目と、全ての項目がⅣ評価であり、中期

目標を達成する見込みである。 

○特筆すべき点 

・臨床研修医は、研修プログラムの充実等により５年連続で

フルマッチとなったほか、看護師や医療技術者を確保した。 

・職務上必要な専門資格や認定資格の取得の支援に努めた。 

 

４ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項（地域医療への貢献） 

評価 Ｂ（中期目標を概ね達成している。） 

 

中期計画記載の５項目のうち、Ⅳ評価（中期計画を計画どおり

実施している。）が３項目、Ⅲ評価（中期計画を概ね実施してい

る。）が２項目と、全ての項目がⅣ又はⅢ評価であり、中期目標

を概ね達成する見込みである。 

○特筆すべき点 

・医療や健康に関する情報の発信および普及啓発に努めると

ともに、地域や公的機関が主催する健康教室等に職員を派

遣した。 

・他の医療機関と連携し、脳卒中に関する地域連携クリティ

カルパスの稼働を開始した。 
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５ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項（災害時の体制強化） 

評価 Ａ（中期目標を達成している。） 

 

中期計画記載の１項目が、Ⅳ評価（中期計画を計画どおり実施

している。）となっており、中期目標を達成する見込みである。 

○特筆すべき点 

・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の２チーム体制とし、技

能維持訓練や参集訓練等に参加した。また、引き続き３日

分以上の災害備蓄品を確保した。 

 

６ 業務運営の改善および効率化に関する事項 

評価 Ｂ（中期目標を概ね達成している。） 

 

中期計画記載の６項目のうち、Ⅳ評価（中期計画を計画どおり

実施している。）が３項目、Ⅲ評価（中期計画を概ね実施してい

る。）が３項目と、全ての項目がⅣ又はⅢ評価であり、中期目標

を概ね達成する見込みである。 

○特筆すべき点 

・電子カルテシステムを導入し、患者の医療情報の共有を共

有し、診療行為の効率化が図られた。 

・クリティカルパスの適用により、医療の標準化を図ること

により、効率化と安全性の向上を図った。 
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７ 財務内容の改善に関する事項 

評価 Ａ（中期目標を達成している。） 

 

中期計画記載の１項目が、Ⅳ評価（中期計画を計画どおり実施

している。）となっており、中期目標を達成する見込みである。 

○特筆すべき点 

・中期目標期間を通じて、経常収支比率１００％以上を達成

する見込みである。 

 

８ その他業務運営に関する重要事項 

評価 Ｂ（中期目標を概ね達成している。） 

 

年度計画記載の７項目のうち、Ⅳ評価（中期計画を計画どおり

実施している。）が６項目、Ⅲ評価（中期計画を概ね実施してい

る。）が１項目と、全ての項目がⅣ又はⅢ評価であり、中期目標

を概ね達成する見込みである。 

○特筆すべき点 

・就労環境の整備のため、職員の育児支援や健康保持対策を

積極的に実施した。 

・市立秋田総合病院改築基本構想に基づき市立秋田総合病院

改築基本設計業務を実施し、病院の改築を計画的に進めた。 

 

 



Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 番号 評価

１　良質で安全な医療の提供（24項目） 13 11 24 1 B

２　医療に関する調査および研究（1項目） 1 1 2 A

３　人材の確保と育成（4項目） 4 4 3 A

４　地域医療への貢献（5項目） 3 2 5 4 B

５　災害時の体制強化（1項目） 1 1 5 A

１　経営企画・分析力の向上（1項目） 1 1

２　外部評価（1項目） 1 1

３　効率的な診療体制の構築（1項目） 1 1

４　経費の節減（1項目） 1 1

５　収入の確保（2項目） 1 1 2

1 1

１　法令・行動規範の遵守（1項目） 1 1

２　新たな人事制度の構築と就労環境の整備（4項目） 3 1 4

３　移行前の退職給付引当金に関する事項（1項目） 1 1

４　病院の改築と医療機能の拡充（1項目） 1 1

0 32 17 0 0 49

0 65.3 34.7 0 0 100.0
％ ％ ％ ％ ％ ％

【小項目評価基準】 　 【大項目評価基準】
Ⅴ：中期計画を大幅に上回って実施している。 S：特に優れた実績を上げている。
Ⅳ：中期計画を計画どおり実施している。 A：中期目標を達成している。
Ⅲ：中期計画を概ね実施している。 B：中期目標を概ね達成している。
Ⅱ：中期計画を十分には実施していない。 C：中期目標を十分には達成できていない。
Ⅰ：中期計画を実施していない。 D：業務の大幅な改善が必要である。

第８　料金に関する事項

8 B

第10　その他市の規則で定める業務運営に関する事項

（参考）項目別評価結果概要

第７　剰余金の使途

第９　その他業務運営に関する重要事項（7項目）

総　　　　　計

項目別評価

6 B

7 A

第２　業務運営の改善および効率化に関する目標を達成するためとるべき措置（6項目）

第３　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画（1項目）

第４　短期借入金の限度額

第５　出資等に係る不要財産等の処分に関する計画

第６　その他の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中期目標を達成するための措置
評価区分

項目数

第１　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項（35項目）
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一
式

2
4
,4

0
8
,0

0
0

平
成

2
6
年

度
更

新
超

音
波

診
断

装
置

1
2
,8

3
0
,4

0
0

平
成

2
6
年

度
更

新
一

般
撮

影
用

フ
ラ

ッ
ト

パ
ネ

ル
デ

ィ
テ

ク
タ

ー
1
1
,3

4
0
,0

0
0

平
成

2
6
年

度
更

新
ス

ト
ル

ツ
　

ハ
イ

ビ
ジ

ョ
ン

・
カ

メ
ラ

シ
ス

テ
ム

1
0
,2

8
1
,6

0
0

平
成

2
6
年

度
新

規
関

節
鏡

手
術

機
器

一
式

1
0
,2

0
1
,6

8
0

平
成

2
6
年

度
補

充
血

管
撮

影
装

置
1
2
8
,8

9
8
,0

0
0

平
成

2
7
年

度
更

新
眼

科
手

術
・
検

査
シ

ス
テ

ム
一

式
4
0
,9

3
2
,0

0
0

平
成

2
7
年

度
補

充
内

視
鏡

シ
ス

テ
ム

一
式

3
4
,3

6
8
,3

3
3

平
成

2
7
年

度
更

新
超

音
波

診
断

装
置

1
6
,9

9
9
,2

0
0

平
成

2
7
年

度
更

新
手

術
室

無
影

灯
・
手

術
映

像
録

画
シ

ス
テ

ム
1
1
,3

9
4
,0

0
0

平
成

2
7
年

度
更

新
新

生
児

小
児

人
工

呼
吸

器
1
0
,0

4
4
,0

0
0

平
成

2
7
年

度
更

新
高

圧
蒸

気
滅

菌
装

置
1
8
,5

7
6
,0

0
0

平
成

2
8
年

度
更

新
外

科
用

X
線

撮
影

装
置

1
0
,6

8
6
,6

0
0

平
成

2
8
年

度
更

新
内

視
鏡

シ
ス

テ
ム

　
一

式
  

  
2
9
,7

0
0
,0

0
0

平
成

2
9
年

度
更

新
生

体
情

報
モ

ニ
タ

シ
ス

テ
ム

（
ﾌ
ｸ
ﾀ
ﾞ製

）
1
3
,9

9
6
,8

0
0

平
成

2
9
年

度
更

新

購
入

医
療

機
器

（
1
,0

0
0
万

円
以

上
）



-
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2

当
院
の
行
う
高
度
・
専
門
医
療
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
医
療
機
器
の
計
画
的
な
更
新
・
整

備
を
行
い
ま
し
た
。

、
、

、
ま
た
市
民
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
市
民
の
健
康
の
維
持
・
増
進
に
寄
与
す
る
た
め

が
ん
・
脳
卒
中
・
急
性
心
筋
梗
塞
・
糖
尿
病
・
精
神
疾
患
の
５
疾
病
に
対
応
す
る
医
療
や
救

急
医
療
な
ど
を
提
供
し
ま
し
た
。

Ⅲ
ア

が
ん
へ
の
対
応

ア
が
ん
へ
の
対
応

秋
田
県
が
ん
診
療
連
携
推
進
病
院
と
し

秋
田
県
が
ん
診
療
連
携
推
進
病
院
と
し
て
、
が
ん
に
対
す
る
難
易
度
の
高
い
外
科
的
治

て
、
引
き
続
き
、
が
ん
に
対
す
る
難
易
度
の

療
を
提
供
す
る
と
と
も
に
低
侵
襲
の
非
外
科
的
治
療
を
実
施
し
、
内
視
鏡
手
術
や
化
学
療

高
い
外
科
的
治
療
を
は
じ
め
、
低
侵
襲
の
非

法
、
放
射
線
療
法
の
治
療
件
数
が
増
加
し
ま
し
た
。

外
科
的
治
療
、
化
学
療
法
お
よ
び
放
射
線
治

ま
た
、
緩
和
ケ
ア
を
含
む
が
ん
患
者
に
対
す
る
相
談
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る

療
を
行
う
と
と
も
に
緩
和
医
療
を
効
果
的
に

と
と
も
に
術
前
・
術
後
の
歯
科
口
腔
ケ
ア
に
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

行
い
、
集
学
的
治
療
を
実
施
し
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
集
学
的
治
療
の
推
進
に
よ
り
、
が
ん
診
療
の
質
の
一

層
の
向
上
を
図
り
ま
し
た
。

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】 、

、
が
ん
治
療
に
つ
い
て
引
き
続
き
難
易
度
の
高
い
外
科
治
療
や
集
学
的
治
療
を
行
っ
て
い
る
が

平
成
2
9
年
度
計
画
の
評
価
指
標
で
あ
る
放
射
線
治
療
数
で
目
標
の
4
,
1
6
0
件
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と

に
よ
る
。

イ
脳
卒
中
へ
の
対
応

イ
脳
卒
中
へ
の
対
応

全
身

麻
酔

器
1
0
,2

6
0
,0

0
0

平
成

3
0
年

度
更

新
内

視
鏡

シ
ス

テ
ム

　
一

式
3
4
,2

2
7
,3

6
0

平
成

3
0
年

度
更

新
D

R
　

C
A
L
N

E
O

　
S
m

ar
t

5
0
,7

6
0
,0

0
0

平
成

3
0
年

度
更

新

が
ん

治
療

件
数

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
外

科
的

手
術

3
6
6

3
6
5

3
2
9

3
4
9

3
6
0

胸
腔

鏡
・
腹

腔
鏡

手
術

8
3

5
3

7
7

7
5

8
0

内
視

鏡
手

術
1
1
3

9
4

1
7
7

1
9
4

2
0
0

化
学

療
法

2
,8

6
3

2
,5

8
2

2
,9

6
1

3
,1

6
1

3
,0

0
0

放
射

線
治

療
4
,0

2
7

4
,1

5
6

4
,1

6
2

3
,9

9
9

4
,1

6
0
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3

脳
卒
中
を
は
じ
め
と
し
た
脳
血
管
疾
患
に

夜
間
休
日
を
含
め
た
2
4
時
間
の
Ｃ
Ｔ
・
Ｍ
Ｒ
Ｉ
検
査
体
制
を
継
続
し
、
急
性
期
の
脳
卒

対
し
て
は
、
救
急
医
療
に
対
応
す
る
体
制
を

中
患
者
に
対
す
る
救
急
体
制
を
維
持
し
ま
し
た
。

維
持
す
る
と
と
も
に
、
急
性
期
お
よ
び
回
復

ま
た
、
入
院
早
期
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
実
施
し
た
ほ
か
、
急
性
期

期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
に
努
め
ま

治
療
を
経
過
し
た
患
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
8
年
６
月
に
開
設
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟

す
。

へ
転
棟
さ
せ
、
在
宅
復
帰
支
援
を
行
い
ま
し
た
。

Ⅳ

ウ
急
性
心
筋
梗
塞
へ
の
対
応

ウ
急
性
心
筋
梗
塞
へ
の
対
応

2
4
時
間
対
応
可
能
な
冠
動
脈
カ
テ
ー
テ
ル

2
4
時
間
3
6
5
日
対
応
可
能
な
急
性
心
筋
梗
塞
治
療
を
、
常
に
カ
テ
ー
テ
ル
治
療
学
会
専
門

治
療
と
そ
の
後
の
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
の
管
理
に
よ

医
・
認
定
医
が
行
い
ま
し
た
。

り
更
な
る
救
命
率
の
向
上
を
目
指
し
ま
す

冠
動
脈
カ
テ
ー
テ
ル
治
療
に
お
い
て
は
Ｉ
Ａ
Ｂ
Ｐ
や
Ｐ
Ｃ
Ｐ
Ｓ
の
補
助
循
環
も
使
用
可

、
。

能
で
あ
り
、
経
皮
的
冠
動
脈
形
成
術
や
冠
動
脈
ス
テ
ン
ト
留
置
術
を
実
施
し
て
救
命
に
繋

げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
は
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
適
切
な
管
理
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
治
療
後
は
、
心
大
血
管
疾
患
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
予

。
、

後
の
改
善
に
取
り
組
み
ま
し
た
入
院
中
お
よ
び
外
来
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
導
入
し

急
性
期
治
療
ま
た
は
再
発
予
防
を
目
的
と
し
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

Ⅲ

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

急
性
心
筋
梗
塞
に
対
す
る
治
療
を
2
4
時
間
対
応
で
き
る
体
制
を
維
持
し
て
い
る
が
、
平
成
2
6
年

度
の
冠
動
脈
カ
テ
ー
テ
ル
が
前
年
よ
り
件
数
が
減
っ
た
こ
と
、
平
成
2
8
年
度
、
2
9
年
度
の
救
命
率

が
低
下
し
た
こ
と
に
よ
る
。

脳
血

管
疾

患
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
4
,2

7
8

8
,2

4
9

1
6
,4

8
0

1
4
,9

0
2

1
5
,0

0
0

（
注

）
2
7
年

度
ま

で
は

件
数

。
2
8
年

度
か

ら
は

単
位

数
。

冠
動

脈
カ

テ
ー

テ
ル

治
療

件
数

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
7
9

8
9

9
1

1
0
4

1
0
0

緊
急

冠
動

脈
カ

テ
ー

テ
ル

治
療

に
お

け
る

救
命

率
（
％

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
9
0
.5

9
5
.5

9
2
.0

9
3
.8

9
5
.0
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4

エ
糖
尿
病
へ
の
対
応

エ
糖
尿
病
へ
の
対
応

チ
ー
ム
医
療
に
よ
る
食
事
療
法
、
運
動
療

食
事
療
法
、
運
動
療
法
、
薬
物
療
法
等
を
組
み
合
わ
せ
た
チ
ー
ム
医
療
に
よ
る
糖
尿
病

法
、
薬
物
療
法
等
の
糖
尿
病
治
療
を
提
供
す

の
教
育
入
院
を
実
施
し
た
ほ
か
、
糖
尿
病
フ
ッ
ト
ケ
ア
外
来
に
お
い
て
、
糖
尿
病
性
足
病

る
と
と
も
に
、
予
防
目
的
を
含
め
た
糖
尿
病

変
患
者
へ
の
対
応
を
行
い
ま
し
た
。

教
室
を
引
き
続
き
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と

ま
た
、
患
者
や
市
民
の
意
識
啓
発
の
た
め
定
期
的
に
糖
尿
病
教
室
を
開
催
し
ま
し
た
。

に
よ
り
、
患
者
の
意
識
啓
発
等
の
推
進
に
努

め
ま
す
。

Ⅳ

オ
精
神
疾
患
へ
の
対
応

オ
精
神
疾
患
へ
の
対
応

市
内
に
お
け
る
総
合
病
院
で
唯
一
の
精
神

市
内
に
お
け
る
総
合
病
院
で
唯
一
の
精
神
科
の
閉
鎖
病
棟
を
引
き
続
き
運
営
し
ま
し

科
の
閉
鎖
病
棟
を
引
き
続
き
運
営
し
ま
す
。

た
。

ま
た
、
高
齢
化
に
伴
い
身
体
合
併
症
を
有

ま
た
、
精
神
科
と
他
科
の
連
携
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
促
進
し
、
市
内
精
神
科
病
院
か

す
る
患
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
身

ら
の
身
体
合
併
症
を
有
す
る
精
神
疾
患
患
者
の
入
院
受
入
を
積
極
的
に
行
っ
て
、
精
神

体
合
併
症
を
有
す
る
精
神
疾
患
の
対
応
病
院

科
病
床
を
有
す
る
総
合
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。

、
、

と
し
て
そ
の
役
割
が
増
大
し
て
お
り
、
今
後

ま
た
平
成
2
8
年
1
0
月
に
開
設
し
た
基
幹
型
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

も
急
性
期
入
院
治
療
を
は
じ
め
と
す
る
総
合

増
加
す
る
認
知
症
患
者
へ
の
取
り
組
み
を
強
化
し
ま
し
た
。

病
院
に
求
め
ら
れ
る
精
神
医
療
の
充
実
に
努

め
ま
す
。

Ⅲ

糖
尿

病
教

育
入

院
（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
2
9

2
8

4
1

6
0

6
0

糖
尿

病
教

室
開

催
数

（
回

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
1
3

1
2

1
2

1
3

1
3

精
神

科
病

院
か

ら
の

身
体

疾
患

受
入

頻
度

（
％

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
-

4
.7

4
.6

4
.1

6
.0

精
神

科
身

体
合

併
症

入
院

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
6
5

8
7

8
4

7
4

8
2
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【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

精
神
科
病
院
か
ら
の
身
体
疾
患
受
入
頻
度
に
つ
い
て
、
平
成
2
8
年
度
6
.
0
％
、
2
9
年
度
7
.
0
％
の

目
標
に
は
達
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

精
神

病
床

（
6
0
床

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
病

床
利

用
率

（
％

）
6
1
.8

6
0
.4

6
0
.1

6
2
.7

6
2
.0

入
院

延
患

者
数

（
人

）
1
3
,5

4
1

1
3
,2

6
3

1
3
,1

6
1

1
3
,7

2
2

1
3
,5

7
8
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6

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

１
良
質
で
安
全
な
医
療
の
提
供

(
2
)
救
急
医
療
の
提
供

秋
田
周
辺
医
療
圏
の
二
次
救
急
病
院
と
し
て
、
地
域
の
医
療
機
関
や
各
消
防
本
部
と
連
携
を
図
り
、
救
急
医
療
を
積
極
的
に
提
供
す
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

(
2
)
救
急
医
療
の
提
供

(
2
)
救
急
医
療
の
提
供

心
筋
梗
塞
、
急
性
腹
症
、
脳
卒
中
な
ど
へ
の

心
筋
梗
塞
、
急
性
腹
症
、
脳
卒
中
な
ど
へ
の
緊
急
対
応
も
可
能
な
二
次
救
急
医
療
機
関
と

緊
急
対
応
も
可
能
な
二
次
救
急
医
療
機
関
と
し

し
て
、
2
4
時
間
3
6
5
日
の
対
応
を
継
続
し
ま
し
た
。

て
、
2
4
時
間
3
6
5
日
の
対
応
を
継
続
し
ま
す
。

な
お
、
救
急
搬
送
の
要
請
に
対
し
て
、
救
急
室
の
処
置
ベ
ッ
ド
が
満
床
だ
っ
た
な
ど
の
理

由
に
よ
り
、
や
む
な
く
受
入
れ
に
至
ら
な
か
っ
た
事
例
も
あ
り
ま
し
た
が
、
救
急
隊
員
な
ど

を
含
め
た
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
定
期
的
に
開
催
し
て
事
後
の
検
証
を
行
う
な
ど
、
受
入
体
制

の
強
化
に
努
め
た
結
果
、
救
急
搬
送
受
入
率
が
向
上
し
ま
し
た
。

Ⅲ

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

救
急
搬
送
件
数
が
平
成
2
6
年
度
2
,
2
0
0
件
、
2
7
年
度
2
,
2
0
0
件
、
2
9
年
度
2
,
3
0
0
件
の
目
標
に
達
し

救
急

外
来

患
者

数
（
人

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
2
2
,9

9
8

2
2
,1

2
3

2
1
,9

9
0

2
0
,8

5
4

2
0
,0

0
0

救
急

搬
送

件
数

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
1
,9

9
2

2
,1

1
0

2
,3

0
5

2
,2

8
4

2
,3

0
0

救
急

搬
送

受
入

率
（
％

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
9
7
.8

9
8
.1

9
8
.7

9
8
.8

9
8
.6



-
-

7

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
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8

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

１
良
質
で
安
全
な
医
療
の
提
供

(
3
)
採
算
性
が
低
い
医
療
の
提
供

公
的
医
療
機
関
と
し
て
、
結
核
・
精
神
等
の
採
算
性
が
低
く
民
間
医
療
機
関
で
は
提
供
が
不
十
分
な
医
療
に
つ
い
て
も
継
続
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

自
己
評
価
と
異

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

(
3
)
採
算
性
が
低
い
医
療
の
提
供

(
3
)
採
算
性
が
低
い
医
療
の
提
供

採
算
性
が
低
く
民
間
医
療
機
関
で
は
提
供
が

採
算
性
が
低
く
民
間
医
療
機
関
で
は
提
供
が
不
十
分
な
医
療
に
つ
い
て
、
公
的
使
命
の
も

不
十
分
な
医
療
に
つ
い
て
は
、
市
が
設
置
す
る

と
引
き
続
き
提
供
し
ま
し
た
。

医
療
機
関
の
公
的
使
命
と
し
て
、
今
後
も
継
続

し
て
提
供
し
ま
す
。

ア
結
核
医
療

ア
結
核
医
療

結
核
病
床
を
有
し
て
い
る
秋
田
周
辺
医
療

結
核
病
床
を
有
し
て
い
る
秋
田
周
辺
医
療
圏
内
で
唯
一
の
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
を
踏

Ⅳ

圏
内
で
唯
一
の
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
市
外
か
ら
の
患
者
の
受
入
れ
を
含
め
、
広
域
的
に
結
核
医
療
を
提
供
し
ま
し
た
。

ま
え
、
秋
田
県
医
療
保
健
福
祉
計
画
や
結
核

患
者
数
の
動
向
を
見
据
え
な
が
ら
、
地
域
に

お
い
て
求
め
ら
れ
る
結
核
病
床
数
を
維
持

し
、
引
き
続
き
結
核
医
療
を
提
供
し
ま
す
。

イ
精
神
医
療

イ
精
神
医
療

。
(
1
)
の
オ
の
精
神
疾
患
へ
の
対
応
の
と
お

市
内
に
お
け
る
総
合
病
院
で
唯
一
の
精
神
科
の
閉
鎖
病
棟
を
引
き
続
き
運
営
し
ま
し
た

り
、
精
神
医
療
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

ま
た
、
精
神
科
と
他
科
の
連
携
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
促
進
し
、
市
内
精
神
科
病
院
か
ら

の
身
体
合
併
症
を
有
す
る
精
神
疾
患
患
者
の
入
院
受
入
を
積
極
的
に
行
っ
て
、
精
神
科
病

床
を
有
す
る
総
合
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
2
8
年
1
0
月
に
開
設
し
た
基
幹
型
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

増
加
す
る
認
知
症
患
者
へ
の
取
り
組
み
を
強
化
し
ま
し
た
。

Ⅲ

結
核

病
床

（
2
2
床

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
病

床
利

用
率

（
％

）
3
1
.0

3
3
.5

2
8
.0

3
6
.7

3
0
.0

入
院

延
患

者
数

（
人

）
2
,4

8
7

2
,6

9
5

2
,2

4
5

2
,9

5
0

2
,4

0
9



-
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9

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

精
神
科
病
院
か
ら
の
身
体
疾
患
受
入
頻
度
に
つ
い
て
、
平
成
2
8
年
度
6
.
0
％
、
2
9
年
度
7
.
0
％
の

目
標
に
は
達
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

精
神

科
病

院
か

ら
の

身
体

疾
患

受
入

頻
度

（
％

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
-

4
.7

4
.6

4
.1

6
.0

精
神

科
身

体
合

併
症

入
院

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
6
5

8
7

8
4

7
4

8
2

精
神

病
床

（
6
0
床

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
病

床
利

用
率

（
％

）
6
1
.8

6
0
.4

6
0
.1

6
2
.7

6
2
.0

入
院

延
患

者
数

（
人

）
1
3
,5

4
1

1
3
,2

6
3

1
3
,1

6
1

1
3
,7

2
2

1
3
,5

7
8



-
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1
0

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

１
良
質
で
安
全
な
医
療
の
提
供

(
4
)
健
診
体
制
の
充
実

疾
病
の
予
防
や
早
期
発
見
・
早
期
治
療
の
た
め
の
人
間
ド
ッ
ク
を
は
じ
め
、
健
診
業
務
等
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

(
4
)
健
診
体
制
の
充
実

(
4
)
健
診
体
制
の
充
実

市
民
の
疾
病
の
予
防
や
早
期
発
見
・
早
期
治

市
民
の
疾
病
の
予
防
や
早
期
発
見
・
早
期
治
療
の
た
め
、
人
間
ド
ッ
ク
事
業
等
を
運
営
し

療
の
た
め
、
き
め
細
か
な
検
診
項
目
の
設
定
や

ま
し
た
。
ド
ッ
ク
等
の
受
診
者
の
控
え
室
と
な
る
ラ
ウ
ン
ジ
ス
ペ
ー
ス
の
拡
張
や
、
自
動
視

利
便
性
の
向
上
に
配
慮
し
な
が
ら
、
引
き
続
き

力
計
の
設
置
に
よ
り
、
受
診
者
の
導
線
お
よ
び
待
ち
時
間
の
短
縮
な
ど
、
利
便
性
の
向
上
に

人
間
ド
ッ
ク
を
は
じ
め
、
企
業
検
診
の
受
託
な

努
め
ま
し
た
。

、
、

、
ど
を
行
い
ま
す
。

ま
た
精
密
検
査
受
診
状
況
に
て
追
跡
調
査
を
行
い
精
密
検
査
未
受
診
者
に
対
し
て
は

受
診
勧
奨
を
行
い
ま
し
た
。

Ⅳ
人

間
ド

ッ
ク

件
数

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
１

日
ド

ッ
ク

1
,1

1
3

1
,2

9
2

1
,3

3
5

1
,3

8
2

1
,3

5
0

２
日

ド
ッ

ク
3
7
0

4
6
9

4
7
1

5
6
6

5
8
0

企
業

検
診

（
健

診
）
受

託
件

数
（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
9
0

1
0
0

1
1
2

1
0
9

1
1
0



-
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1
1

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

１
良
質
で
安
全
な
医
療
の
提
供

(
5
)
医
療
安
全
対
策
等
の
強
化

市
民
に
信
頼
さ
れ
る
安
全
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
、
医
療
安
全
対
策
お
よ
び
院
内
感
染
防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

(
5
)
医
療
安
全
対
策
等
の
強
化

(
5
)
医
療
安
全
対
策
等
の
強
化

ア
医
療
安
全
対
策
の
強
化

ア
医
療
安
全
対
策
の
強
化

職
員
か
ら
の
イ
ン
シ
デ
ン
ト
・
ア
ク
シ
デ

多
職
種
か
ら
の
イ
ン
シ
デ
ン
ト
・
ア
ク
シ
デ
ン
ト
報
告
を
徹
底
さ
せ
、
毎
月
開
催
す
る

ン
ト
報
告
を
徹
底
さ
せ
、
毎
月
開
催
す
る
医

医
療
安
全
対
策
委
員
会
で
分
析
を
行
い
、
改
善
案
を
立
案
し
て
医
療
安
全
対
策
に
取
り
組

療
安
全
対
策
委
員
会
で
そ
の
分
析
を
行
い
リ

み
ま
し
た
。

、
、

、
ス
ク
を
回
避
す
る
方
策
を
立
案
す
る
な
ど
医

ま
た
全
職
員
が
年
２
回
研
修
を
受
講
を
義
務
づ
け
て
い
る
研
修
に
つ
い
て
は
近
年

療
安
全
対
策
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
全
職

目
標
を
大
き
く
上
回
る
開
催
回
数
に
て
、
医
療
安
全
に
つ
い
て
の
意
識
向
上
を
図
っ
て
い

員
に
対
し
年
２
回
以
上
の
研
修
受
講
を
義
務

ま
す
。

付
け
て
医
療
安
全
に
つ
い
て
の
意
識
の
向
上

さ
ら
に
病
院
施
設
内
の
安
全
確
保
の
た
め
、
警
備
員
の
2
4
時
間
配
置
を
継
続
実
施
し
ま

を
図
り
、
引
き
続
き
医
療
を
安
全
に
提
供
す

し
た
。

る
よ
う
努
め
ま
す
。

Ⅲ

【
目
標
指
標
】

平
成
2
4
年
度

平
成
3
0
年
度

実
績

目
標

イ
ン
シ
デ
ン
ト

8
7
0
件

1
,
1
0
0
件

報
告
数

医
療
安
全
に
関

1
6
講
座

2
0
講
座

す
る
教
育
・
研

修
会
開
催
数

イ
ン

シ
デ

ン
ト

報
告

数
（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
9
3
1

9
5
4

1
,2

1
3

1
,4

0
2

1
,3

0
0

医
療

安
全

に
関

す
る

教
育

・
研

修
会

開
催

数
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
講

座
数

1
4

1
4

7
1
5

2
0

開
催

延
べ

回
数

3
2

3
0

2
4

9
4

7
2



-
-

1
2

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
数
で
は
、
平
成
2
6
年
度
1
,
0
0
0
件
、
2
7
年
度
1
,
0
2
5
件
の
目
標
に
達
せ
ず
、

医
療
安
全
研
修
会
受
講
率
で
は
平
成
2
9
年
度
目
標
の
1
0
0
％
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

イ
院
内
感
染
防
止
対
策
の
強
化

イ
院
内
感
染
防
止
対
策
の
強
化

院
内
感
染
対
策
チ
ー
ム
に
よ
る
週
１
回
の

院
内
感
染
対
策
チ
ー
ム
に
よ
る
週
１
回
の
全
病
棟
・
Ｉ
Ｃ
Ｕ
、
２
か
月
に
１
回
の
病
棟

、
、

、
、

院
内
巡
回
や
情
報
の
収
集
、
調
査
、
分
析
、

以
外
の
全
部
署
の
院
内
巡
回
を
実
施
し
院
内
感
染
に
係
る
情
報
の
収
集
調
査
分
析

対
策
の
立
案
等
に
よ
り
院
内
感
染
の
防
止
を

対
策
の
立
案
や
改
善
を
促
し
、
院
内
感
染
の
防
止
を
図
り
ま
し
た
。

図
る
ほ
か
、
全
職
員
に
対
し
年
２
回
以
上
の

ま
た
、
抗
菌
薬
の
適
正
使
用
と
薬
剤
耐
性
菌
対
策
を
目
的
に
、
週
１
回
の
感
染
症
例
に

研
修
受
講
を
義
務
付
け
て
院
内
感
染
に
つ
い

関
す
る
抗
菌
薬
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
実
施
し
、
主
治
医
へ
の
診
療
支
援
を
行
い
ま
し
た
。

て
の
知
識
の
習
得
と
意
識
の
向
上
を
図
り
、

ま
た
、
全
職
員
を
対
象
と
し
た
感
染
防
止
対
策
研
修
を
実
施
し
、
院
内
感
染
に
つ
い
て

引
き
続
き
病
院
全
体
と
し
て
院
内
感
染
防
止

の
知
識
の
習
得
と
意
識
の
向
上
を
図
り
ま
し
た
。

Ⅳ

に
取
り
組
み
ま
す
。

さ
ら
に
感
染
対
策
の
基
本
で
あ
る
手
指
衛
生
の
徹
底
に
も
努
め
ま
し
た
。

感
染

防
止

対
策

研
修

受
講

率
（
％

）
※

２
回

以
上

受
講

者
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
6
2
.8

9
9
.5

1
0
0

1
0
0

1
0
0

新
規

M
R
S
A
平

均
発

生
率

（
‰

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
0
.8

6
1
.0

3
1
.0

6
1
.2

1
1
.2

0

医
療

安
全

研
修

受
講

率
（
％

）
※

２
回

以
上

受
講

者

2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
1
0
0

1
0
0

9
1
.6

9
5
.0
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1
3

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

１
良
質
で
安
全
な
医
療
の
提
供

(
6
)
女
性
と
子
ど
も
に
優
し
い
病
院
づ
く
り

女
性
特
有
の
疾
患
に
関
す
る
医
療
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
小
児
医
療
の
充
実
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
市
の
子
ど
も
関
連
施
策
と
連
携
し
て
病
児
保
育
施
設
を
設

置
し
、
運
営
す
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

(
6
)
女
性
と
子
ど
も
に
優
し
い
病
院
づ
く
り

(
6
)
女
性
と
子
ど
も
に
優
し
い
病
院
づ
く
り

女
性
特
有
の
疾
患
に
関
す
る
医
療
や
小
児
医

女
性
と
子
ど
も
に
優
し
い
病
院
づ
く
り
を
目
指
し
、
女
性
特
有
の
疾
患
に
関
す
る
医
療
や

療
の
充
実
を
図
り
、
女
性
と
子
ど
も
に
優
し
い

小
児
医
療
の
充
実
を
図
り
ま
し
た
。

病
院
を
目
指
し
ま
す
。

ア
女
性
に
優
し
い
病
院
づ
く
り

ア
女
性
に
優
し
い
病
院
づ
く
り

乳
が
ん
や
子
宮
が
ん
な
ど
女
性
特
有
の
疾

乳
が
ん
患
者
の
セ
ル
フ
ケ
ア
や
乳
房
切
除
に
伴
う
心
理
面
で
の
ケ
ア
の
た
め
、
乳
が
ん

患
に
関
す
る
医
療
の
一
層
の
充
実
を
図
る
と

看
護
認
定
看
護
師
を
養
成
す
る
な
ど
、
乳
が
ん
や
子
宮
が
ん
な
ど
女
性
特
有
の
疾
患
に
関

と
も
に
、
女
性
が
受
診
・
相
談
し
や
す
い
医

す
る
医
療
の
一
層
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
日
中
は
来
院
で
き
な
い
市
民
の
た
め
、
夕

療
環
境
の
整
備
に
努
め
ま
す
。

方
に
秋
田
市
の
乳
が
ん
検
診
・
子
宮
頸
が
ん
検
診
を
行
う
「
夕
暮
れ
乳
が
ん
・
子
宮
頸
が

」
、

、
。

ん
検
診
を
実
施
し
女
性
が
受
診
相
談
し
や
す
い
医
療
環
境
の
整
備
に
努
め
ま
し
た

Ⅲ

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

平
成
2
7
年
に
不
十
分
と
指
摘
受
け
た
受
診
・
相
談
し
や
す
い
医
療
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
、
平

成
2
8
年
度
に
受
入
れ
枠
を
増
や
す
な
ど
対
応
し
た
が
、
平
成
2
9
年
度
厚
生
労
働
省
の
指
針
に
よ
り

視
触
診
を
行
わ
な
く
な
っ
た
た
め
、
医
師
へ
の
相
談
の
機
会
が
減
る
よ
う
な
運
用
に
な
り
、
受
診

夕
暮

れ
検

診
件

数
（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
乳

が
ん

検
診

3
2
6

2
4
3

3
6
5

2
3
2

2
4
0

子
宮

頸
が

ん
検

診
9
5

8
6

1
7
8

1
2
4

1
3
0



-
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1
4

者
数
が
減
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

イ
小
児
医
療
体
制
の
充
実

イ
小
児
医
療
体
制
の
充
実

小
児
科
医
が
平
日
2
4
時
間
診
療
を
行
う
小

近
隣
の
小
児
科
医
等
の
地
域
医
療
機
関
の
協
力
を
得
て
、
平
日
2
4
時
間
と
休
日
の
日
中

児
科
救
急
を
引
き
続
き
実
施
す
る
と
と
も

に
小
児
科
医
が
常
駐
す
る
小
児
科
救
急
外
来
を
運
営
し
、
市
内
外
か
ら
多
く
の
利
用
が
あ

に
、
ア
レ
ル
ギ
ー
外
来
の
充
実
を
図
り
、
秋

り
ま
し
た
。

、
、

田
市
の
目
指
す
「
子
ど
も
を
生
み
育
て
や
す

ま
た
ア
レ
ル
ギ
ー
外
来
や
子
ど
も
の
心
診
療
外
来
な
ど
の
専
門
外
来
を
継
続
実
施
し

い
環
境
づ
く
り
」
の
一
翼
を
担
い
ま
す
。

き
め
細
か
な
小
児
医
療
の
提
供
に
努
め
ま
し
た
。

Ⅳ

ウ
産
科
医
療
の
充
実

ウ
産
科
医
療
の
充
実

緊
急
母
体
搬
送
の
受
入
れ
を
行
う
ほ
か
、

緊
急
母
体
搬
送
の
受
入
れ
を
行
っ
た
ほ
か
、
合
併
症
妊
娠
、
切
迫
流
産
、
重
症
妊
娠
中

合
併
症
妊
娠
、
切
迫
流
産
、
重
症
妊
娠
中
毒

毒
症
の
管
理
を
行
う
な
ど
、
正
常
分
娩
以
外
に
も
対
応
し
、
安
全
で
快
適
な
出
産
環
境
を

症
の
管
理
を
行
う
な
ど
、
正
常
分
娩
以
外
に

提
供
し
ま
し
た
。

、
「

」
、

も
対
応
し
、
安
全
で
快
適
な
出
産
環
境
を
提

ま
た
秋
田
県
医
師
会
が
実
施
す
る
妊
娠
中
か
ら
の
子
育
て
支
援
事
業
に
参
加
し

供
し
ま
す
。

養
育
支
援
が
必
要
と
思
わ
れ
る
妊
産
婦
に
つ
い
て
、
秋
田
市
の
担
当
部
署
に
情
報
提
供
を

行
う
等
、
秋
田
市
と
連
携
し
て
患
者
の
妊
娠
・
出
産
・
育
児
に
関
す
る
悩
み
等
に
対
応
し

ま
し
た
。

Ⅲ

小
児

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
負

荷
検

査
件

数
（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
1
1
3

1
4

1
2

1
4

1
4

小
児

科
救

急
受

診
者

数
（
人

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
9
,8

9
7

9
,4

2
8

9
,4

1
7

8
,6

9
0

8
,5

0
0

分
娩

件
数

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
2
5
4

2
5
1

2
1
9

1
9
8

1
5
0

緊
急

母
体

搬
送

受
入

件
数

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
1

1
1

2
1
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1
5

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

平
成
2
9
年
度
分
娩
件
数
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
。

エ
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
外
来
の
運
営

エ
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
外
来
の
運
営

遺
伝
病
又
は
遺
伝
子
が
関
係
す
る
疾
病
や

遺
伝
病
又
は
遺
伝
子
が
関
係
す
る
疾
病
や
問
題
に
関
す
る
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
外
来

問
題
に
関
し
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
い
、

を
運
営
し
ま
し
た
。

遺
伝
病
等
に
関
す
る
詳
し
い
情
報
や
専
門
的

な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
心
理
面
の

Ⅲ

サ
ポ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

運
営
は
維
持
し
て
い
る
が
平
成
2
9
年
度
の
実
績
が
０
件
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

オ
病
児
保
育
施
設
の
設
置
・
運
営

オ
病
児
保
育
施
設
の
設
置
・
運
営

市
の
子
ど
も
関
連
部
局
と
連
携
し
、
病
児

市
の
子
ど
も
関
連
部
局
と
連
携
し
、
病
児
対
応
型
の
病
児
保
育
施
設
に
お
い
て
、
多
数

対
応
型
の
病
児
保
育
施
設
を
設
置
・
運
営
し

の
病
児
に
対
し
、
看
護
と
保
育
を
併
せ
て
実
施
し
ま
し
た
。

ま
す
。

Ⅳ

遺
伝

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
外

来
受

診
者

数
（
人

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
3

1
2

0
1

病
児

保
育

施
設

利
用

者
数

（
人

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
6
1
1

5
9
0

7
8
0

7
7
6

7
8
0
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1
6

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

１
良
質
で
安
全
な
医
療
の
提
供

(
7
)
高
齢
者
に
配
慮
し
た
医
療
の
充
実

加
齢
に
伴
う
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
症
状
に
対
応
し
、
高
齢
者
に
配
慮
し
た
医
療
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

(
7
)
高
齢
者
に
配
慮
し
た
医
療
の
充
実

(
7
)
高
齢
者
に
配
慮
し
た
医
療
の
充
実

加
齢
に
伴
う
認
知
症
な
ど
の
精
神
疾
患
や
運

総
合
診
療
科
に
お
い
て
、
専
門
各
科
と
連
携
し
て
、
い
く
つ
も
の
疾
病
を
併
せ
持
つ
高
齢

動
器
障
害
な
ど
、
い
く
つ
も
の
疾
病
を
併
せ
持

者
等
へ
の
対
応
を
行
う
と
と
も
に
、
加
齢
性
の
眼
疾
患
に
対
す
る
手
術
を
継
続
し
ま
し
た
。

つ
高
齢
者
の
増
加
へ
の
対
応
に
努
め
ま
す
。

ま
た
、
地
域
に
お
け
る
専
門
的
な
診
断
や
相
談
等
を
行
う
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
に

精
神
疾
患
に
関
し
て
は
、
身
体
合
併
症
を
有

お
い
て
認
知
症
に
関
す
る
各
種
相
談
や
も
の
忘
れ
外
来
に
よ
る
鑑
別
診
断
、
専
門
医
療
を
行

す
る
精
神
疾
患
の
対
応
病
院
と
し
て
、
従
前
同

う
と
と
も
に
、
急
性
期
治
療
後
の
医
療
や
介
護
が
ス
ム
ー
ズ
に
継
続
さ
れ
る
よ
う
支
援
し
ま

様
に
そ
の
機
能
を
十
分
に
果
た
す
ほ
か
、
も
の

し
た
。

忘
れ
外
来
に
お
い
て
、
認
知
症
の
早
期
発
見
・

更
に
、
運
動
器
障
害
を
有
す
る
高
齢
者
に
対
し
て
は
、
適
切
に
傷
病
の
治
療
を
行
う
と
と

Ⅳ

早
期
治
療
に
努
め
ま
す
。

も
に
早
期
に
開
始
さ
れ
る
急
性
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

ま
た
、
運
動
器
障
害
に
関
し
て
は
、
適
切
に

の
充
実
を
図
り
、
高
齢
者
の
残
存
機
能
を
引
き
出
し
、
自
立
し
た
生
活
へ
の
復
帰
を
促
し
ま

傷
病
の
治
療
を
行
う
と
と
も
に
早
期
に
開
始
さ

し
た
。

れ
る
急
性
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
回
復
期

ま
た
、
転
倒
予
防
教
室
等
を
開
催
す
る
な
ど
、
ロ
コ
モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
つ
い
て

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
を
図
り
、
高
齢

の
予
防
医
学
的
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
展
開
を
図
り
ま
し
た
。

者
の
残
存
機
能
を
引
き
出
し
て
、
自
立
し
た
生

活
へ
の
復
帰
を
促
し
ま
す
。

も
の

忘
れ

外
来

受
診

者
数

（
人

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
1
9
2

1
6
2

2
7
3

4
4
1

4
4
0
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1
7

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

１
良
質
で
安
全
な
医
療
の
提
供

(
8
)
患
者
の
視
点
に
立
っ
た
医
療
の
実
施

患
者
や
家
族
の
権
利
を
尊
重
し
、
患
者
の
視
点
に
立
っ
た
医
療
を
心
が
け
、
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
向
上
を
図
り
、
市
民
に
信
頼
さ
れ
る
病
院
を
目
指
す
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

(
8
)
患
者
の
視
点
に
立
っ
た
医
療
の
実
施

(
8
)
患
者
の
視
点
に
立
っ
た
医
療
の
実
施

患
者
や
家
族
が
納
得
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ

患
者
や
家
族
が
納
得
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
体
制
を
維
持
す
る
と
と
も
に
患
者
サ
ー
ビ

る
体
制
を
維
持
す
る
と
と
も
に
患
者
サ
ー
ビ
ス

ス
の
向
上
に
努
め
ま
し
た
。

の
向
上
を
図
り
ま
す
。

ア
患
者
や
家
族
の
権
利
の
尊
重

ア
患
者
や
家
族
の
権
利
の
尊
重

、
患
者
や
家
族
に
対
し
て
治
療
方
針
や
治
療

患
者
や
家
族
に
対
し
て
治
療
方
針
や
治
療
経
過
な
ど
を
丁
寧
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
し

経
過
な
ど
を
丁
寧
に
わ
か
り
や
す
く
説
明

納
得
の
上
で
治
療
方
法
を
選
択
で
き
る
よ
う
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
を
徹
底
す

し
、
納
得
の
上
で
治
療
方
法
を
選
択
で
き
る

る
と
と
も
に
、
予
定
入
院
患
者
の
一
部
に
対
し
て
は
、
地
域
医
療
連
携
室
に
お
い
て
組
織

よ
う
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
充

的
な
入
院
前
支
援
と
し
て
、
手
術
を
控
え
た
患
者
の
不
安
軽
減
の
た
め
に
術
前
・
術
後
の

実
・
徹
底
を
図
り
ま
す
。

イ
メ
ー
ジ
が
で
き
る
よ
う
な
丁
寧
な
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
医
療
を
自
由
に
選
択
す
る
患
者
の

ま
た
、
当
院
又
は
他
の
医
療
機
関
の
患
者
が
主
治
医
と
は
別
の
意
見
を
求
め
た
場
合
に

権
利
を
守
る
た
め
、
当
院
又
は
他
の
医
療
機

は
、
そ
の
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
要
望
に
適
切
に
応
え
ま
し
た
。

Ⅳ

関
の
患
者
が
主
治
医
と
は
別
の
意
見
を
求
め

た
場
合
に
は
、
引
き
続
き
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ

オ
ン
の
要
望
に
適
切
に
対
応
し
ま
す
。

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
対

応
件

数
（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
他

院
か

ら
当

院
7

6
5

7
6

当
院

か
ら

他
院

1
9

1
9

2
3

8
1
7



-
-

1
8

イ
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

イ
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

(
ｱ
)
患
者
待
ち
時
間
の
短
縮

(
ｱ
)
患
者
待
ち
時
間
の
短
縮

毎
年
待
ち
時
間
調
査
を
行
っ
た
上
で

電
子
カ
ル
テ
の
導
入
に
伴
い
、
業
務
の
流
れ
の
見
直
し
や
予
約
枠
の
適
正
化
を
行
っ

、
、

業
務
の
流
れ
の
見
直
し
な
ど
を
行
う
と
と

た
と
と
も
に
、
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
を
推
進
し
、
逆
紹
介
を
行
う
な
ど
に
て
外
来

も
に
、
地
域
医
療
連
携
を
推
進
し
て
地
域

患
者
数
を
適
正
化
し
、
診
察
開
始
ま
で
の
待
ち
時
間
や
会
計
ま
で
の
待
ち
時
間
が
大
幅

医
療
機
関
と
役
割
分
担
を
行
い
、
外
来
患

に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。

Ⅲ

者
数
の
適
正
化
に
よ
り
、
患
者
の
待
ち
時

間
の
短
縮
を
図
り
ま
す
。

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

患
者
待
ち
時
間
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
7
年
度
よ
り
大
幅
な
時
間
の
短
縮
と
な
っ
て
い
る
が
、
平

成
2
8
年
度
、
2
9
年
度
に
お
い
て
受
付
か
ら
診
察
時
間
ま
で
6
0
分
、
予
約
時
間
か
ら
診
察
開
始
ま
で

3
0
分
の
目
標
に
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
達
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

(
ｲ
）
患
者
満
足
度
調
査
の
実
施

(
ｲ
)
患
者
満
足
度
調
査
の
実
施

毎
年
、
入
院
患
者
と
外
来
患
者
に
対
し

毎
年
、
入
院
患
者
に
つ
い
て
は
年
２
回
、
外
来
患
者
に
つ
い
て
は
年
１
回
、
患
者
満

て
患
者
満
足
度
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
分

足
度
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
医
療
機
能
・
患
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
委
員
会

析
を
行
っ
て
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
活

に
お
い
て
分
析
・
検
討
を
行
う
と
と
も
に
各
部
門
に
お
い
て
改
善
へ
の
取
り
組
み
を
行

か
し
ま
す
。

い
ま
し
た
。

【
目
標
指
標
】

そ
の
結
果
、
外
来
患
者
満
足
度
は
目
標
の
1
0
0
に
は
届
か
な
い
も
の
の
大
幅
に
上
昇

%
し
ま
し
た
が
、
入
院
患
者
満
足
度
は
上
昇
せ
ず
、
大
き
な
不
満
要
因
と
な
っ
て
い
る
施

Ⅲ
平
成
24
年
度

平
成
30
年
度

設
の
老
朽
化
・
狭
隘
化
へ
の
対
応
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

実
績

目
標

入
院
患
者
満
足
度

9
8
.
2
％

1
0
0
.
0
％

(満
足
や
や
満
足
)

+
外
来
患
者
満
足
度

8
7
.
2
％

1
0
0
.
0
％

(満
足
や
や
満
足
)

+

予
約

患
者

待
ち

時
間

（
分

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
受

付
か

ら
診

察
開

始
1
0
1

6
7

6
6

6
7

6
0

予
約

時
間

か
ら

診
察

開
始

－
3
1

3
3

3
2

3
0

患
者

満
足

度
（
％

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
入

院
患

者
満

足
度

（
満

足
＋

や
や

満
足

）
9
5
.2

9
7
.3

9
5
.6

9
6
.6

9
7
.0

外
来

患
者

満
足

度
（
満

足
＋

や
や

満
足

）
9
0
.9

9
3
.8

9
5
.1

9
3
.3

9
3
.0
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1
9

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

毎
年
度
、
医
療
機
能
・
患
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
委
員
会
に
お
い
て
分
析
、
検
討
を
行
い
、
改
善
へ

の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
目
標
に
は
達
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

(
ｳ
)
接
遇
に
関
す
る
研
修
の
実
施

(
ｳ
)
接
遇
に
関
す
る
研
修
の
実
施

患
者
等
の
立
場
に
立
っ
た
、
心
の
こ
も

接
遇
の
基
礎
向
上
と
ク
レ
ー
ム
対
応
策
の
検
討
を
目
的
と
し
た
外
部
講
師
に
よ
る
接

っ
た
接
遇
が
実
践
で
き
る
よ
う
職
員
に
対

遇
研
修
を
全
職
員
対
象
に
実
施
し
ま
し
た
。

Ⅳ

し
て
接
遇
研
修
を
実
施
し
ま
す
。

(
ｴ
)
院
内
環
境
の
整
備

(
ｴ
)
院
内
環
境
の
整
備

患
者
や
来
院
者
に
快
適
な
環
境
を
提
供

患
者
や
来
院
者
に
快
適
な
環
境
を
提
供
す
る
た
め
、
施
設
整
備
に
つ
い
て
計
画
的
な

す
る
た
め
、
施
設
設
備
の
整
備
や
修
理
を

整
備
と
修
繕
を
実
施
し
た
ほ
か
、
突
発
的
な
不
具
合
に
も
迅
速
に
対
応
し
ま
し
た
。
ま

計
画
的
に
実
施
し
ま
す
。

た
、
寄
贈
さ
れ
た
絵
画
の
展
示
や
花
壇
の
整
備
、
衛
生
環
境
の
保
持
や
院
内
の
安
全
性

Ⅳ

の
確
保
に
努
め
ま
し
た
。
た
だ
し
空
調
設
備
や
壁
の
再
塗
装
な
ど
ま
だ
ま
だ
改
善
の
余

地
が
あ
り
ま
す
。

(
ｵ
)
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実

(
ｵ
)
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実

来
院
者
が
あ
ら
か
じ
め
病
院
に
関
す
る

来
院
者
が
あ
ら
か
じ
め
病
院
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
、
安
心
し
て
病
院
を
利
用
で

情
報
を
入
手
し
、
安
心
し
て
病
院
を
利
用

き
る
よ
う
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
病
院
案
内
や
診
療
実
績
等
の
情
報
を
随
時
更
新
し
た
ほ

で
き
る
よ
う
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す

か
、
各
種
臨
床
指
標
等
を
掲
載
す
る
な
ど
、
様
々
な
情
報
の
提
供
に
努
め
た
結
果
、
ア

る
病
院
案
内
や
治
療
実
績
等
の
情
報
を
充

ク
セ
ス
数
が
増
加
し
ま
し
た
。

Ⅳ

実
さ
せ
ま
す
。

(
ｶ
）
院
内
行
事
の
実
施

(
ｶ
)
院
内
行
事
の
実
施

院
内
に
お
い
て
音
楽
会
や
病
院
祭
を
開

院
内
に
お
い
て
音
楽
会
や
病
院
祭
を
開
催
し
、
患
者
や
市
民
等
に
安
ら
ぎ
や
喜
び
の

催
し
、
患
者
等
に
安
ら
ぎ
や
喜
び
の
場
を

場
を
提
供
し
ま
し
た
。

提
供
し
ま
す
。

Ⅳ

病
院

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

ア
ク

セ
ス

数
（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
6
7
1
,1

9
3

7
1
2
,6

0
2

7
8
3
,2

9
5

8
2
1
,9

6
6

8
6
3
,0

6
4

病
院

祭
参

加
者

（
人

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
3
0
0

3
5
0

4
2
0

3
3
0

3
5
0



-
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2
0

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

２
医
療
に
関
す
る
調
査
お
よ
び
研
究

医
療
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
市
立
病
院
が
提
供
す
る
医
療
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
医
療
に
関
す
る
調
査
お
よ
び
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

２
医
療
に
関
す
る
調
査
お
よ
び
研
究

２
医
療
に
関
す
る
調
査
お
よ
び
研
究

治
療
実
績
や
医
療
に
関
す
る
情
報
の
蓄
積
・
管

全
国
・
院
内
が
ん
登
録
と
し
て
診
断
症
例
を
秋
田
県
お
よ
び
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
へ
提

理
に
努
め
る
と
と
も
に
、
診
断
や
治
療
な
ど
臨
床

出
し
た
ほ
か
、
Ｉ
Ｃ
Ｄ
に
よ
る
疾
病
登
録
を
行
い
ま
し
た
。
が
ん
登
録
お
よ
び
、
Ｑ
Ｉ
研
究
参

に
応
用
す
る
た
め
の
臨
床
研
究
を
進
め
ま
す
。

加
結
果
を
医
師
に
周
知
す
る
と
と
も
に
が
ん
登
録
情
報
を
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し

ま
た
、
新
薬
の
開
発
等
に
貢
献
し
、
治
療
の
効

た
。

果
と
安
全
性
を
高
め
る
た
め
、
積
極
的
に
治
験
を

更
に
は
、
治
験
を
継
続
し
て
実
施
し
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
し

実
施
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。

た
。

Ⅳ

院
内

が
ん

登
録

件
数

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
8
1
4

9
1
9

7
4
3

1
,2

2
2

9
0
0

治
験

審
査

委
員

会
承

認
件

数
（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
6
1

2
5

2
1

2
4

2
3
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2
1

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

３
人
材
の
確
保
と
育
成

(
1
)
医
療
職
の
人
材
の
確
保

良
質
で
安
全
な
医
療
を
提
供
し
、
市
立
病
院
が
担
う
べ
き
医
療
機
能
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
必
要
な
人
材
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

３
人
材
の
確
保
と
育
成

３
人
材
の
確
保
と
育
成

良
質
で
安
全
な
医
療
を
提
供
し
、
市
立
病
院
が

良
質
で
安
全
な
医
療
を
提
供
し
、
市
立
病
院
が
担
う
べ
き
医
療
機
能
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に

担
う
べ
き
医
療
機
能
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
必
要

必
要
な
人
材
の
確
保
と
育
成
に
努
め
ま
し
た
。

な
人
材
の
確
保
と
育
成
を
図
り
ま
す
。

(
1
)
医
療
職
の
人
材
の
確
保

(
1
)
医
療
職
の
人
材
の
確
保

優
秀
な
医
療
職
の
人
材
を
確
保
す
る
た
め
、

平
成
2
6
年
度
か
ら
地
方
独
立
行
政
法
人
に
移
行
し
、
職
員
定
数
の
制
約
を
受
け
な
く
な
っ

効
果
的
な
情
報
発
信
や
Ｐ
Ｒ
を
実
施
す
る
と
と

た
こ
と
か
ら
必
要
な
人
材
を
必
要
数
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
医
師
や
医
療
技
術
者

も
に
、
院
内
保
育
所
の
運
営
な
ど
、
職
員
の
働

を
増
員
し
ま
し
た
。

き
や
す
い
就
労
環
境
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

ま
た
、
医
師
や
看
護
師
が
本
来
の
業
務
に
専
念
で
き
る
よ
う
、
医
師
事
務
作
業
補
助
者
や

ま
た
、
医
師
や
看
護
師
が
本
来
の
業
務
に
専

看
護
補
助
者
を
大
幅
に
増
員
し
ま
し
た
。

念
で
き
る
よ
う
、
医
師
事
務
作
業
補
助
者
や
看

護
補
助
者
の
増
員
を
図
り
ま
す
。

ア
医
師

ア
医
師

大
学
等
の
関
係
機
関
と
連
携
を
進
め
、
引

大
学
等
の
関
係
機
関
と
連
携
を
進
め
、
引
き
続
き
必
要
数
の
医
師
を
確
保
し
ま
し
た
。

Ⅳ

、
。

き
続
き
医
師
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、

ま
た
教
育
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
層
の
充
実
に
よ
り
臨
床
研
修
医
を
確
保
し
ま
し
た

教
育
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
層
の
充
実
に
よ

り
臨
床
研
修
医
の
確
保
を
図
り
ま
す
。

イ
看
護
師

イ
看
護
師



-
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2
2

看
護
師
養
成
機
関
と
の
連
携
や
就
職
説
明

看
護
師
養
成
機
関
と
の
連
携
や
就
職
説
明
会
の
開
催
に
加
え
、
必
要
に
応
じ
て
採
用
試

Ⅳ

会
の
開
催
、
採
用
試
験
の
複
数
回
実
施
等
に

験
を
複
数
回
実
施
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
看
護
師
を
確
保
し
ま
し
た
。

よ
り
、
看
護
師
の
確
保
に
努
め
ま
す
。

ウ
医
療
技
術
者

ウ
医
療
技
術
者

医
療
環
境
や
業
務
量
の
変
化
に
応
じ
た
柔

医
療
環
境
や
業
務
量
の
変
化
に
応
じ
て
必
要
と
さ
れ
る
医
療
技
術
者
の
確
保
を
図
り
、

軟
な
医
療
技
術
者
の
確
保
お
よ
び
配
置
に
努

適
正
な
配
置
に
努
め
ま
し
た
。

め
ま
す
。

Ⅳ

職
員

数
（
人

）
※

４
月

１
日

現
在

（
嘱

託
・
臨

時
・
パ

ー
ト

職
員

を
含

む
。

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
医

師
・
歯

科
医

師
9
3

1
0
2

9
5

9
7

1
0
5

（
う

ち
初

期
研

修
医

）
(1

8
)

(1
9
)

(1
6
)

(1
7
)

(1
8
)

看
護

師
等

※
1

3
9
3

3
9
2

3
9
5

3
9
0

3
9
6

医
療

技
術

者
※

2
1
0
1

1
0
7

1
1
1

1
1
2

1
1
6

医
師

事
務

作
業

補
助

者
1
5

2
0

2
2

2
5

2
1

看
護

補
助

者
6
5

6
5

6
6

7
0

7
5

そ
の

他
9
9

1
0
1

1
0
2

1
1
1

1
1
5

計
7
6
6

7
8
7

7
9
1

8
0
5

8
2
8

※
1
：
看

護
師

、
助

産
師

、
准

看
護

師
※

2
：
薬

剤
師

、
臨

床
検

査
技

師
、

細
胞

検
査

士
、

診
療

放
射

線
技

師
、

　
　

　
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

、
臨

床
工

学
技

師
、

　
　

　
視

能
訓

練
士

、
歯

科
衛

生
士

、
歯

科
技

工
士

、
臨

床
心

理
士

、
　

　
　

精
神

保
健

福
祉

士
、

社
会

福
祉

士
、

管
理

栄
養

士



-
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2
3

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

３
人
材
の
確
保
と
育
成

(
2
)
人
材
育
成

市
立
病
院
が
提
供
す
る
医
療
水
準
の
更
な
る
向
上
を
図
る
た
め
、
職
員
の
医
療
に
関
す
る
知
識
や
技
術
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

(
2
)
人
材
育
成

(
2
)
人
材
育
成

医
療
職
職
員
に
つ
い
て
、
医
療
等
の
専
門
知

職
員
研
修
規
程
に
基
づ
き
、
保
険
診
療
や
医
療
安
全
、
院
内
感
染
等
の
研
修
を
実
施
し
た

識
の
向
上
や
新
た
な
医
療
技
術
の
習
得
の
た

ほ
か
、
専
門
知
識
の
向
上
や
新
た
な
医
療
技
術
の
習
得
の
た
め
、
学
会
や
研
修
会
等
へ
積
極

め
、
学
会
や
研
修
会
等
へ
の
積
極
的
な
参
加
を

的
に
参
加
し
ま
し
た
。

促
す
と
と
も
に
、
職
務
上
必
要
な
専
門
資
格
や

ま
た
、
職
務
上
必
要
な
専
門
資
格
や
認
定
資
格
の
取
得
を
支
援
し
ま
し
た
。

Ⅳ

認
定
資
格
の
取
得
の
支
援
に
努
め
ま
す
。

ま
た
、
事
務
職
職
員
に
つ
い
て
も
、
医
療
に

関
す
る
知
識
の
向
上
の
た
め
、
研
修
会
へ
の
積

極
的
な
参
加
や
資
格
取
得
を
促
し
ま
す
。



-
-

2
4

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

４
地
域
医
療
へ
の
貢
献

(
1
)
地
域
の
医
療
機
関
等
と
の
連
携
強
化

地
域
の
医
療
機
関
や
介
護
施
設
等
と
の
機
能
分
担
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
の
医
療
、
保
健
、
福
祉
お
よ
び
介
護
の
関
係
機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
、
地
域
医
療
へ

貢
献
す
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

４
地
域
医
療
へ
の
貢
献

４
地
域
医
療
へ
の
貢
献

地
域
の
医
療
機
関
等
と
の
連
携
を
強
化
す
る
と

地
域
の
医
療
機
関
等
と
の
連
携
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
研
修
医
の
受
入
れ
等
に
よ
り
医
療

と
も
に
、
研
修
医
の
受
入
れ
等
に
よ
り
医
療
従
事

従
事
者
の
育
成
に
努
め
ま
し
た
。

者
の
育
成
に
努
め
る
な
ど
地
域
医
療
に
貢
献
し
ま

す
。

(
1
)
地
域
の
医
療
機
関
等
と
の
連
携
強
化

(
1
)
地
域
の
医
療
機
関
等
と
の
連
携
強
化

地
域
の
急
性
期
病
院
と
し
て
、
か
か
り
つ
け

地
域
の
急
性
期
病
院
と
し
て
、
か
か
り
つ
け
医
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
医
療
機
関
と
の

医
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
医
療
機
関
と
の
連

連
携
を
図
る
た
め
、
当
院
が
主
催
す
る
「
地
域
医
療
連
携
の
会
」
の
開
催
や
地
域
医
療
連
携

携
を
図
り
、
紹
介
に
よ
る
急
性
期
患
者
の
受
入

誌
「
ら
し
ん
盤
」
の
発
行
な
ど
に
よ
り
、
き
め
細
か
な
情
報
発
信
に
努
め
ま
し
た
。

そ
し

Ⅲ

れ
や
急
性
期
を
脱
し
た
患
者
の
逆
紹
介
を
推
進

て
、
地
域
の
医
療
機
関
と
の
機
能
分
担
の
た
め
、
急
性
期
を
脱
し
た
患
者
に
つ
い
て
は
逆
紹

し
、
機
能
分
担
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
医
療

介
を
行
う
と
と
も
に
、
紹
介
率
の
上
昇
を
図
る
た
め
、
医
師
等
に
よ
る
他
の
医
療
機
関
訪
問

支
援
病
院

承
認
さ
れ
る
こ
と
を
目
指

を
定
期
的
に
行
い
連
携
の
強
化
に
努
め
ま
し
た
が
、
目
標
と
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
の
承

と
し
て

し
ま
す
。

認
の
た
め
に
は
、
依
然
、
紹
介
率
が
基
準
を
下
回
っ
て
い
る
状
態
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
退
院
後
の
療
養
に
資
す
る
た
め
、
必

ま
た
、
退
院
調
整
に
つ
い
て
は
、
退
院
後
の
療
養
に
資
す
る
た
め
、
福
祉
機
関
や
保
健
機

要
に
応
じ
て
、
福
祉
機
関
や
保
健
機
関
、
介
護

関
、
介
護
施
設
等
と
も
連
携
を
図
り
ま
し
た
。

、
、

施
設
等
と
も
連
携
を
図
り
ま
す
。

加
え
て
認
知
症
関
係
に
お
い
て
は
基
幹
型
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
の
開
設
に
伴
い

さ
ら
に
は
、
地
域
連
携
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス

医
療
機
関
や
こ
れ
ら
の
関
係
機
関
と
の
更
な
る
連
携
の
強
化
を
実
現
し
ま
し
た
。

を
適
用
す
る
疾
患
の
拡
大
を
図
り
、
そ
れ
ぞ
れ

更
に
、
地
域
連
携
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
9
年
度
か
ら
脳
卒
中
地
域
連

の
機
能
・
役
割
を
担
う
医
療
機
関
の
間
で
共
有

携
パ
ス
を
使
用
し
、
一
部
で
は
あ
り
ま
す
が
、
患
者
に
と
っ
て
切
れ
目
の
な
い
円
滑
な
医
療

す
る
こ
と
に
よ
り
、
患
者
に
と
っ
て
切
れ
目
の

提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。



-
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2
5

な
い
円
滑
な
医
療
提
供
体
制
の
実
現
に
努
め
ま

す
。

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

平
成
2
8
年
度
、
2
9
年
度
の
評
価
指
標
で
あ
る
紹
介
率
4
0
.
0
％
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

紹
介

率
・
逆

紹
介

率
（
％

）
※

地
域

医
療

支
援

病
院

定
義

2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
紹

介
率

3
2
.4

3
5
.0

3
1
.6

2
6
.3

4
0
.0

逆
紹

介
率

1
0
5
.6

1
0
6
.6

9
6
.3

8
1
.3

9
5
.0

脳
卒

中
地

域
連

携
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
使

用
率

（
％

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
0

0
0

7
.8

1
1
.7
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2
6

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

４
地
域
医
療
へ
の
貢
献

(
2
)
教
育
研
修
の
推
進

研
修
医
や
実
習
生
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
地
域
の
医
療
を
担
う
医
療
従
事
者
を
育
成
す
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

(
2
)
教
育
研
修
の
推
進

(
2
)
教
育
研
修
の
推
進

地
域
の
医
療
を
担
う
医
療
従
事
者
の
育
成
に

地
域
の
医
療
を
担
う
医
療
従
事
者
の
育
成
に
貢
献
す
る
た
め
、
研
修
医
や
医
療
教
育
機
関

貢
献
す
る
た
め
、
研
修
医
や
医
療
教
育
機
関
か

か
ら
の
実
習
生
の
受
入
れ
を
行
う
ほ
か
、
専
門
医
等
の
育
成
に
努
め
ま
し
た
。

ら
の
実
習
生
の
受
入
れ
を
行
う
ほ
か
、
専
門
医

等
の
育
成
に
努
め
ま
す
。

ア
研
修
医
の
育
成

ア
研
修
医
の
育
成

教
育
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
一
層
の
充
実

臨
床
研
修
指
定
病
院
と
し
て
、
初
期
臨
床
研
修
医
を
受
け
入
れ
、
技
術
・
知
識
の
向
上

Ⅳ

を
図
り
、
臨
床
研
修
指
定
病
院
と
し
て
、
研

に
寄
与
し
ま
し
た
。
ま
た
、
他
院
か
ら
の
医
学
研
修
の
受
け
入
れ
も
行
い
ま
し
た
。

修
医
の
技
術
・
知
識
の
向
上
に
寄
与
し
ま

す
。

イ
実
習
生
の
受
入
れ

イ
実
習
生
の
受
入
れ

秋
田
大
学
医
学
部
、
秋
田
市
医
師
会
立
秋

将
来
医
療
従
事
者
を
目
指
す
県
内
外
の
実
習
生
を
受
入
れ
、
育
成
の
た
め
の
教
育
に
努

田
看
護
学
校
等
の
実
習
病
院
と
し
て
、
次
世

め
ま
し
た
。
ま
た
、
秋
田
市
と
の
（
救
急
業
務
に
関
す
る
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に

代
を
担
う
医
師
・
看
護
師
の
教
育
に
努
め
る

つ
い
て
の
）
協
定
に
よ
り
、
救
急
救
命
士
の
病
院
前
救
護
に
関
す
る
医
学
的
知
識
や
技
能

と
と
も
に
、
医
療
技
術
者
の
育
成
の
た
め
、

の
習
得
に
協
力
し
ま
し
た
。

薬
剤
部
・
栄
養
室
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

初
期

研
修

医
採

用
数

（
人

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
8

8
8

9
9
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2
7

科
等
に
お
い
て
も
実
習
生
の
受
入
れ
に
努
め

ま
す
。

Ⅳ

ウ
専
門
医
等
の
育
成

ウ
専
門
医
等
の
育
成

学
会
又
は
日
本
専
門
医
機
構
が
認
定
す
る

各
種
学
会
又
は
日
本
専
門
医
機
構
が
認
定
す
る
専
門
医
の
研
修
施
設
と
し
て
専
門
医
の

専
門
医
の
研
修
施
設
と
し
て
、
専
門
医
の
育

育
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、
新
専
門
医
制
度
に
お
け
る
内
科
医
専
門
医
、
産
婦
人
科
専
門

成
に
努
め
る
な
ど
、
地
域
に
お
け
る
医
療
の

医
の
基
幹
研
修
施
設
と
し
て
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

中
核
と
な
る
人
材
の
育
成
を
図
り
ま
す
。

Ⅳ

実
習

生
等

受
入

件
数

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
医

学
生

1
5
1

1
5
5

1
6
5

1
4
5

1
5
5

看
護

学
生

9
1

1
1
4

1
2
5

1
2
0

1
2
0

そ
の

他
実

習
生

4
9

2
1

3
7

3
9

4
0

救
急

隊
等

1
9

1
1

4
8

8

専
門

医
等

の
研

修
施

設
認

定
（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
3
6

3
6

3
7

3
8

3
8
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2
8

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

４
地
域
医
療
へ
の
貢
献

(
3
)
市
民
へ
の
保
健
医
療
情
報
の
提
供
・
発
信

市
民
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
市
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
医
療
や
健
康
に
関
す
る
情
報
の
発
信
お
よ
び
普
及
啓
発
に
努
め
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

(
3
)
市
民
へ
の
保
健
医
療
情
報
の
提
供
・
発
信

(
3
)
市
民
へ
の
保
健
医
療
情
報
の
提
供
・
発
信

市
民
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
各

市
民
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
各
種
院
内
教
室
・
健
康
講
座
や
院
外
で
の
出
前

種
院
内
教
室
や
健
康
講
座
を
実
施
す
る
と
と
も

講
座
を
積
極
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
広
報
あ
き
た
へ
の
「
健
康
ラ
イ
フ
太
鼓
判
、
病
院

」

に
、
保
健
所
等
、
市
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て

広
報
誌
「
ふ
き
の
と
う
」
の
発
行
お
よ
び
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
コ
ラ
ム
「
健
康
万
歩
計
」

出
前
講
座
を
実
施
し
、
医
療
や
健
康
に
関
す
る

に
よ
り
、
医
療
や
健
康
に
関
す
る
情
報
の
発
信
お
よ
び
普
及
啓
発
に
努
め
ま
し
た
。

情
報
の
発
信
お
よ
び
普
及
啓
発
に
努
め
ま
す
。

ま
た
、
地
域
や
公
的
機
関
等
が
主
催
す
る
健
康
教
室
等
に
職
員
を
講
師
と
し
て
派
遣
し
ま

【
目
標
指
標
】

し
た
。

Ⅲ
平
成
24
年
度

平
成
30
年
度

実
績

目
標

院
内
教
室
等
実
施

3
5
回

4
0
回

回
数

出
前
講
座
実
施
回

９
回

1
2
回

数

院
内

教
室

実
施

回
数

（
回

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
4
6

4
4

4
1

4
2

4
1

出
前

講
座

実
施

回
数

（
回

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
4

2
3

1
8

1
1

1
0

地
域

・
公

的
機

関
等

へ
の

講
師

派
遣

回
数

（
回

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
3
3

4
1

7
3

8
9

8
0



-
-

2
9

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

出
前
講
座
実
施
回
数
が
平
成
2
8
年
度
2
0
回
、
2
9
年
度
1
5
回
の
目
標
に
い
ず
れ
も
達
し
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
。



-
-

3
0

中
期
目
標

第
２

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

５
災
害
時
の
体
制
強
化

災
害
時
等
に
即
応
で
き
る
人
材
を
確
保
・
育
成
し
、
不
測
の
事
態
に
も
対
応
で
き
る
体
制
や
災
害
時
等
に
県
内
外
の
医
療
機
関
等
と
協
力
で
き
る
体
制
の
強
化
を
図
る

こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

５
災
害
時
の
体
制
強
化

５
災
害
時
の
体
制
強
化

（
）

、
大
規
模
な
災
害
や
事
故
な
ど
の
発
生
時
に
被
災

災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
を
そ
れ
ま
で
の
１
チ
ー
ム
か
ら
２
チ
ー
ム
体
制
と
し

地
に
駆
け
つ
け
救
急
医
療
を
行
う
た
め
に
組
織
し

そ
の
維
持
の
た
め
技
能
維
持
訓
練
や
参
集
訓
練
等
に
参
加
し
た
ほ
か
、
熊
本
地
震
に
際
し
て
は

た
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
（
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
）
の
充
実

職
員
２
名
が
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
秋
田
県
救
護
班
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
被
災
地
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

を
図
り
、
２
チ
ー
ム
体
制
を
目
指
し
ま
す
。

ま
た
、
秋
田
県
総
合
防
災
訓
練
へ
の
参
加
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
大
規
模
災
害
を
想
定
し

ま
た
、
災
害
時
に
は
、
災
害
協
力
医
療
機
関
と

た
傷
病
者
の
受
入
れ
訓
練
を
多
数
の
職
員
が
参
加
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

Ⅳ

し
て
、
秋
田
市
保
健
所
・
秋
田
市
医
師
会
等
の
関

病
院
間
災
害
支
援
協
定
を
締
結
し
て
い
る
仙
台
市
立
病
院
お
よ
び
山
形
市
立
病
院
済
生
館
と

係
機
関
や
災
害
拠
点
病
院
と
協
力
し
て
対
応
に
当

の
連
携
は
引
き
続
き
維
持
し
て
お
り
、
災
害
時
の
人
的
・
物
質
的
援
助
を
優
先
的
に
提
供
し
あ

た
る
こ
と
と
し
、
災
害
時
対
応
訓
練
の
強
化
と
災

う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

害
備
蓄
品
の
整
備
を
行
い
ま
す
。

更
に
は
、
３
日
分
以
上
の
災
害
備
蓄
品
を
確
保
し
た
ほ
か
、
大
規
模
災
害
時
の
浸
水
被
害
に

さ
ら
に
は
、
病
院
間
災
害
支
援
協
定
を
締
結
し

備
え
、
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
サ
ー
バ
ー
の
移
設
を
行
い
ま
し
た
。

て
い
る
仙
台
市
立
病
院
お
よ
び
山
形
市
立
病
院
済

生
館
と
の
連
携
を
維
持
し
、
災
害
時
の
人
的
・
物

質
的
援
助
を
優
先
的
に
提
供
し
あ
う
こ
と
と
し
ま

す
。



-
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3
1

中
期
目
標

第
３

業
務
運
営
の
改
善
お
よ
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項

１
経
営
企
画
・
分
析
力
の
向
上

医
療
事
務
等
の
高
い
専
門
性
を
持
つ
人
材
の
育
成
や
採
用
に
よ
り
、
病
院
経
営
に
関
す
る
企
画
・
分
析
力
を
向
上
さ
せ
、
経
営
の
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

１
経
営
企
画
・
分
析
力
の
向
上

１
経
営
企
画
・
分
析
力
の
向
上

研
修
や
資
格
取
得
な
ど
に
よ
り
、
医
療
に
関
す

平
成
2
6
年
４
月
の
地
方
独
立
行
政
法
人
移
行
に
伴
い
、
事
務
職
員
に
つ
い
て
、
順
次
プ
ロ
パ

る
事
務
に
つ
い
て
高
い
専
門
性
を
持
つ
人
材
を
育

ー
職
員
に
切
り
替
え
る
方
針
の
も
と
、
毎
年
度
、
他
の
医
療
機
関
で
の
事
務
経
験
が
豊
富
な
職

成
す
る
と
と
も
に
、
病
院
経
営
に
関
す
る
知
識
や

員
を
採
用
し
、
事
務
部
門
に
お
け
る
経
営
企
画
・
分
析
力
の
向
上
を
図
り
ま
し
た
。

経
験
を
有
す
る
人
材
の
採
用
な
ど
に
よ
り
、
事
務

部
門
に
お
け
る
経
営
企
画
・
分
析
力
の
向
上
を
図

Ⅲ

り
、
経
営
の
強
化
に
繋
げ
ま
す
。

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

医
療
事
務
や
情
報
シ
ス
テ
ム
分
野
に
精
通
し
た
人
材
を
採
用
し
て
い
る
が
、
ま
だ
十
分
な
経
営

分
析
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。2

6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
新

規
採

用
職

員
数

（
人

）
※

事
務

職
全

体
7

6
7

4
4

新
規

採
用

職
員

数
（
人

）
※

病
院

経
験

者
2

2
4

2
2



-
-

3
2

中
期
目
標

第
３

業
務
運
営
の
改
善
お
よ
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項

２
外
部
評
価

客
観
的
か
つ
専
門
的
な
立
場
か
ら
の
外
部
評
価
を
受
け
、
そ
の
結
果
等
の
公
表
に
よ
り
病
院
運
営
の
透
明
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
指
摘
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
改

善
を
図
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

２
外
部
評
価

２
外
部
評
価

現
在
認
定
を
受
け
て
い
る
公
益
財
団
法
人
日
本

平
成
1
7
年
か
ら
認
定
を
受
け
て
い
る
公
益
財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
の
病
院
機
能

医
療
機
能
評
価
機
構
が
実
施
す
る
病
院
機
能
評
価

評
価
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
7
年
８
月
に
そ
れ
ま
で
認
定
を
受
け
て
い
た
一
般
病
院
の
ほ
か
新
た

の
次
回
更
新
（
平
成
2
7
年
度
）
に
向
け
て
、
患
者

に
設
定
さ
れ
た
副
機
能
の
種
別
と
な
る
精
神
科
病
院
に
つ
い
て
も
受
審
し
、
い
ず
れ
も
認
定
さ

サ
ー
ビ
ス
・
医
療
機
能
向
上
委
員
会
が
中
心
と
な

れ
ま
し
た
。
結
果
に
つ
い
て
は
、
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
た
ほ
か
、
広
く
職
員
に
周
知

っ
て
、
更
な
る
医
療
の
質
の
向
上
と
サ
ー
ビ
ス
の

し
、
更
な
る
医
療
の
質
の
向
上
と
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
ま
し
た
。

Ⅳ

、
、

改
善
を
図
り
ま
す
。
な
お
、
次
回
更
新
時
の
審
査

ま
た
厚
生
労
働
省
の
補
助
事
業
で
あ
る
医
療
の
質
の
評
価
・
公
表
等
推
進
事
業
に
つ
い
て

結
果
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
、

平
成
2
4
年
度
か
ら
参
加
し
て
い
る
公
益
社
団
法
人
全
日
本
病
院
協
会
が
実
施
す
る
当
該
事
業
に

市
民
の
信
頼
の
確
保
に
努
め
ま
す
。

加
え
て
、
平
成
2
6
年
度
途
中
か
ら
は
公
益
財
団
法
人
全
国
自
治
体
病
院
協
議
会
の
実
施
事
業
に

も
参
加
し
、
当
院
の
デ
ー
タ
を
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
る
ほ
か
、
院
内
に
お
い
て

、
、

。
は
加
入
病
院
と
の
デ
ー
タ
比
較
を
行
い
な
が
ら
更
な
る
医
療
の
質
の
向
上
に
努
め
ま
し
た



-
-

3
3

中
期
目
標

第
３

業
務
運
営
の
改
善
お
よ
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項

３
効
率
的
な
診
療
体
制
の
構
築

情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
に
よ
る
業
務
の
効
率
化
や
診
療
科
間
の
ス
ム
ー
ズ
な
連
携
に
よ
り
、
効
率
的
な
医
療
を
提
供
で
き
る
診
療
体
制
の
構
築
を
図
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

３
効
率
的
な
診
療
体
制
の
構
築

３
効
率
的
な
診
療
体
制
の
構
築

電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
各
部
門
間

平
成
2
7
年
３
月
に
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
各
部
門
間
に
お
い
て
患
者
情
報
を
共

に
お
い
て
患
者
情
報
を
共
有
化
す
る
こ
と
に
よ

有
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
の
提
供
の
効
率
化
を
図
り
ま
し
た
。

り
、
医
療
の
提
供
の
効
率
化
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
電
子
カ
ル
テ
導
入
に
伴
い
、
院
内
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
を
シ
ス
テ
ム
化
し
、
部
門

ま
た
、
院
内
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
（
ク
リ
ニ

や
職
種
を
超
え
た
職
員
の
ス
ム
ー
ズ
な
連
携
の
も
と
、
チ
ー
ム
医
療
に
よ
る
効
果
的
・
効
率
的

カ
ル
パ
ス
）
の
一
層
の
推
進
を
図
る
こ
と
な
ど
に

な
医
療
を
実
施
し
ま
し
た
。

Ⅳ

よ
り
、
部
門
や
職
種
を
超
え
た
職
員
の
ス
ム
ー
ズ

な
連
携
の
も
と
、
チ
ー
ム
医
療
に
よ
る
効
果
的
・

効
率
的
な
医
療
を
実
施
し
ま
す
。

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

使
用

率
（
％

）
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
患

者
数

1
6
.1

2
4
.9

4
5
.4

4
5
.0

日
数

6
.3

1
0
.6

1
8
.5

2
3
.0



-
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3
4

中
期
目
標

第
３

業
務
運
営
の
改
善
お
よ
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項

４
経
費
の
節
減

医
療
機
器
、
診
療
材
料
、
医
薬
品
等
の
購
入
方
法
の
見
直
し
な
ど
に
よ
り
、
経
費
を
節
減
す
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

４
経
費
の
節
減

４
経
費
の
節
減

複
数
年
契
約
や
複
合
契
約
等
の
多
様
な
契
約
手

診
療
材
料
費
に
つ
い
て
は
、
購
入
価
格
の
引
き
下
げ
を
図
り
目
標
を
達
成
し
ま
し
た
が
、
薬

法
に
よ
り
購
入
価
格
の
引
下
げ
を
図
る
と
と
も

品
費
に
つ
い
て
は
、
後
発
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え
が
順
調
に
進
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
抗
が

に
、
可
能
な
限
り
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

ん
剤
な
ど
の
高
額
医
薬
品
の
使
用
量
が
大
幅
に
増
え
た
た
め
購
入
額
が
増
加
し
、
目
標
を
達
成

医
薬
品
）
へ
の
切
替
え
を
推
進
し
、
経
費
の
節
減

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

に
努
め
ま
す
。

【
目
標
指
標
】

平
成
24
年
度

平
成
30
年
度

Ⅲ
実
績

目
標

医
業
収
益
に
対
す

る
診
療
材
料
費

1
0
.
2
％

1
0
.
0
％

割
合
（
税
抜
き
）

医
業
収
益
に
対
す

る
薬
品
費
割
合

1
1
.
9
％

1
1
.
0
％

（
税
抜
き
）

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

上
記
の
と
お
り
。

医
業

収
益

に
対

す
る

診
療

材
料

費
割

合
（
％

）
※

税
抜

き

2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
9
.7

9
.4

9
.5

9
.5

1
0
.0

医
業

収
益

に
対

す
る

薬
品

費
割

合
（
％

）
※

税
抜

き

2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
1
1
.8

1
3
.2

1
2
.3

1
4
.1

1
3
.0

後
発

医
薬

品
使

用
率

（
％

）
※

数
量

ベ
ー

ス

2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
7
1
.8

7
2
.7

8
8
.8

9
0
.5

9
1
.0
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3
5

中
期
目
標

第
３

業
務
運
営
の
改
善
お
よ
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項

５
医
業
収
入
の
確
保

診
療
報
酬
改
定
等
の
制
度
改
正
へ
の
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応
に
よ
り
、
確
実
に
医
業
収
入
を
確
保
す
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

５
医
業
収
入
の
確
保

５
医
業
収
入
の
確
保

診
療
報
酬
改
定
等
の
制
度
改
正
へ
の
迅
速
か
つ

診
療
報
酬
改
定
等
の
制
度
改
正
へ
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
未
収
金
対
策
を

適
切
な
対
応
や
未
収
金
対
策
の
強
化
に
よ
り
医
業

強
化
し
、
医
業
収
入
の
増
加
に
努
め
ま
し
た
。

収
入
の
確
保
に
努
め
ま
す
。

(
1
)
診
療
報
酬
請
求
事
務
の
体
制
強
化

(
1
)
診
療
報
酬
請
求
事
務
の
体
制
強
化

診
療
報
酬
の
請
求
を
担
当
す
る
職
員
に
対
す

診
療
報
酬
請
求
事
務
を
行
っ
て
い
る
委
託
業
者
へ
の
指
導
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
査
定

Ⅳ

る
専
門
研
修
の
実
施
や
医
療
事
務
の
経
験
が
豊

返
戻
へ
の
対
策
会
議
を
開
催
し
、
診
療
報
酬
の
請
求
漏
れ
や
査
定
の
減
少
を
図
り
ま
し
た
。

富
な
人
材
の
採
用
な
ど
に
よ
り
、
診
療
報
酬
改

ま
た
、
平
成
２
９
年
度
に
医
事
課
内
に
Ｄ
Ｐ
Ｃ
係
を
設
置
し
、
入
院
医
療
費
の
適
正
な
請

定
等
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
で

求
を
行
う
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

き
る
体
制
を
構
築
し
、
診
療
報
酬
の
請
求
漏
れ

さ
ら
に
医
療
職
職
員
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
専
門
知
識
を
持
つ
職
員
を
講
師
に
Ｄ
Ｐ
Ｃ

や
減
点
等
の
防
止
を
徹
底
す
る
こ
と
な
ど
に
よ

研
修
お
よ
び
診
療
報
酬
改
定
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
ま
し
た
。

る
医
業
収
入
の
確
保
に
努
め
ま
す
。

(
2
)
未
収
金
対
策
の
強
化

(
2
)
未
収
金
対
策
の
強
化

患
者
に
対
す
る
入
院
時
の
説
明
の
徹
底
や
院

患
者
に
対
し
て
入
院
時
の
概
算
費
用
の
提
示
や
高
額
療
養
費
制
度
等
に
つ
い
て
説
明
を
徹

、
、

。
内
連
携
に
よ
り
未
収
金
の
発
生
の
防
止
に
努
め

底
し
た
ほ
か
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
を
継
続
し
未
収
金
の
発
生
防
止
に
努
め
ま
し
た

る
と
と
も
に
未
収
金
が
発
生
し
た
場
合
に
は

ま
た
、
未
収
金
が
発
生
し
た
患
者
に
対
し
て
は
、
医
療
相
談
室
お
よ
び
各
科
外
来
と
連
携

、
、

早
期
回
収
の
た
め
督
促
や
訪
問
回
収
に
加
え

し
て
積
極
的
に
分
割
払
い
な
ど
の
納
入
相
談
を
実
施
し
た
ほ
か
、
未
納
者
に
は
督
促
等
を
行

、
、

法
的
措
置
の
対
応
も
引
き
続
き
行
い
ま
す
。

い
ま
し
た
。

Ⅲ

【
目
標
指
標
】

そ
し
て
、
督
促
等
に
応
じ
な
い
回
収
が
困
難
な
債
権
に
つ
い
て
は
、
回
収
業
務
を
弁
護
士

事
務
所
に
委
託
す
る
な
ど
、
未
収
金
の
回
収
に
努
め
た
結
果
、
徴
収
率
が
大
幅
に
上
昇
し
ま

平
成
24
年
度

平
成
30
年
度

し
た
。

実
績

目
標
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3
6

個
人
分
徴
収
率

9
8
.
3
％

9
9
.
0
％

（
（
現
年
度
分
）

注
）
次
年
度
５
月
末
現
在

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

個
人
分
徴
収
率
の
平
成
2
6
年
度
9
8
.
4
％
、
2
9
年
度
9
8
.
9
％
の
目
標
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

る
。

個
人

分
徴

収
率

（
％

）
※

現
年

度
分

2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
9
7
.8

9
8
.9

9
9
.3

9
8
.5

9
9
.0
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3
7

中
期
目
標

第
４

財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
事
項

良
質
な
医
療
を
安
定
的
に
継
続
し
て
提
供
し
て
い
く
た
め
「
第
３

業
務
運
営
の
改
善
お
よ
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
す
る
事
項
を
着
実
に
実
行
し
、
中
期

、

目
標
期
間
中
に
お
け
る
経
常
収
支
の
黒
字
を
堅
持
し
、
安
定
し
た
財
務
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

第
４

予
算
（
人
件
費
の
見
積
り
を
含
む

、
収
支

第
４

予
算
（
人
件
費
の
見
積
り
を
含
む

、
収
支
計
画
お
よ
び
資
金
計
画

。
）

。
）

計
画
お
よ
び
資
金
計
画

公
立
病
院
と
し
て
求
め
ら
れ
る
公
的
使
命
を
確
実

に
果
た
す
た
め
、
市
か
ら
の
運
営
費
負
担
金
等
の
交

付
の
下
「
第
３

業
務
運
営
の
改
善
お
よ
び
効
率

、

化
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措

置
」
を
着
実
に
実
行
し
、
中
期
目
標
期
間
中
の
経
常

収
支
比
率
に
つ
い
て
1
0
0
％
以
上
を
堅
持
し
、
安
定

し
た
財
務
基
盤
を
確
立
し
ま
す
。

　
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
経

常
収

支
比

率
（
％

）
1
0
6
.7

1
0
4
.2

1
0
5
.2

1
0
3
.3

1
0
0
.2

当
期

純
損

益
（
百

万
円

）
6
7
4

4
2
3

4
5
6

3
1
3

5
医

業
収

支
比

率
（
％

）
9
7
.3

9
4
.4

9
4
.4

9
4
.0

9
2
.6

医
業

収
益

（
百

万
円

）
9
,5

0
5

9
,6

4
3

9
,6

1
4

9
,8

9
3

9
,7

6
5

医
業

費
用

（
百

万
円

）
9
,7

6
9

1
0
,2

1
9

1
0
,1

8
9

1
0
,5

2
2

1
0
,5

4
3
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3
8

１
予
算
（
平
成
2
6
年
度
～
平
成
3
0
年
度
）

１
予
算
（
平
成
2
6
年
度
～
平
成
3
0
年
度
）

（
単
位
：
百
万
円
）

（
単
位
：
百
万
円
）

区
分

金
額

収
入 営
業
収
益

5
1
,
2
3
0

医
業
収
益

4
5
,
9
1
1

運
営
費
負
担
金
等

5
,
0
8
8

補
助
金
等

2
3
1

営
業
外
収
入

3
3
0

運
営
費
負
担
金
等

7
4

補
助
金
等

0

そ
の
他
収
入

2
5
6

資
本
収
入

4
,
8
8
5

運
営
負
担
金
等

1
,
5
5
8

長
期
借
入
金

3
,
3
0
9

そ
の
他

1
8

計
5
6
,
4
4
5

支
出 営
業
費
用

4
7
,
1
7
5

医
業
費
用

4
5
,
2
2
7

給
与
費

2
6
,
5
0
1

材
料
費

1
0
,
2
6
6

経
費

8
,
1
9
5

Ⅳ

研
究
研
修
費

2
6
5

一
般
管
理
費

1
,
9
4
8

営
業
外
費
用

1
,
1
8
1

資
本
支
出

6
,
3
3
3

建
設
改
良
費

3
,
7
1
1

償
還
金

2
,
6
2
2

計
5
4
,
6
8
9

(
注
)
期
間
中
の
診
療
報
酬
の
改
定
、
給
与
改
定
お

よ
び
物
価
の
変
動
等
は
考
慮
し
て
い
ま
せ
ん
。

【
人
件
費
の
見
積
り
】

H
26

年
度

H
27

年
度

H
28

年
度

H
29

年
度

H
30

年
度

合
計

収
入 営

業
収

益
10

,5
66

10
,7

86
10

,7
10

10
,9

91
10

,9
15

53
,9

68
医

業
収

益
9,

50
5

9,
66

2
9,

63
2

9,
91

2
9,

78
4

48
,4

95
運

営
費

負
担

金
等

1,
01

8
1,

05
6

1,
04

3
1,

03
7

1,
08

0
5,

23
4

補
助

金
等

43
68

35
42

51
23

9
営

業
外

収
入

12
4

11
4

12
0

11
2

12
2

59
2

運
営

費
負

担
金

等
15

14
12

11
9

61
補

助
金

等
0

0
0

0
0

0
そ

の
他

収
入

10
9

10
0

10
8

10
1

11
3

53
1

資
本

収
入

1,
52

6
70

0
45

1
53

8
80

7
4,

02
2

運
営

費
負

担
金

等
25

2
22

1
34

7
39

4
38

9
1,

60
3

長
期

借
入

金
1,

27
1

47
7

10
2

14
0

41
6

2,
40

6
そ

の
他

3
2

2
4

2
13

計
12

,2
16

11
,6

00
11

,2
81

11
,6

41
11

,8
44

58
,5

82
支

出 営
業

費
用

9,
38

9
9,

59
0

9,
50

2
9,

97
4

10
,3

82
48

,8
37

医
業

費
用

9,
12

9
9,

33
9

9,
25

7
9,

60
7

9,
75

7
47

,0
89

給
与

費
5,

59
4

5,
54

2
5,

53
5

5,
62

8
5,

80
6

28
,1

05
材

料
費

2,
05

8
2,

26
2

2,
18

6
2,

41
0

2,
25

7
11

,1
73

経
費

1,
43

3
1,

50
2

1,
49

9
1,

53
5

1,
63

9
7,

60
8

研
究

研
修

費
44

33
37

34
55

20
3

一
般

管
理

費
26

0
25

1
24

5
36

7
62

5
1,

74
8

営
業

外
費

用
40

0
34

6
39

34
15

83
4

資
本

支
出

1,
85

4
91

8
79

4
89

5
1,

17
5

5,
63

6
建

設
改

良
費

1,
44

5
57

4
20

5
20

6
50

5
2,

93
5

償
還

金
40

9
34

4
58

9
68

9
67

0
2,

70
1

計
11

,6
43

10
,8

54
10

,3
35

10
,9

03
11

,5
72

55
,3

07

区
　

分
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3
9

期
間
中
総
額
2
7
,
8
5
2
百
万
円
を
支
出
し
ま
す
。

、
、

、
な
お
当
該
金
額
は
法
人
の
役
員
に
係
る
報
酬

職
員
の
給
料
、
諸
手
当
、
法
定
福
利
費
お
よ
び
退
職

手
当
の
額
に
相
当
す
る
も
の
で
す
。

【
運
営
費
負
担
金
の
算
定
ル
ー
ル
等
】

運
営
費
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
総
務
省
が

発
出
す
る
「
地
方
公
営
企
業
等
繰
出
金
に
つ
い
て
」

に
準
じ
た
考
え
方
に
よ
り
ま
す
。

ま
た
、
建
設
改
良
費
お
よ
び
長
期
借
入
金
等
元
利

償
還
金
に
充
当
さ
れ
る
運
営
費
負
担
金
に
つ
い
て

は
、
経
常
費
助
成
の
た
め
の
運
営
費
負
担
金
と
し
ま

す
。



-
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4
0

２
収
支
計
画
（
平
成
2
6
年
度
～
平
成
3
0
年
度
）

２
収
支
計
画
（
平
成
2
6
年
度
～
平
成
3
0
年
度
）

（
単
位
：
百
万
円
）

（
単
位
：
百
万
円
）

区
分

金
額

収
益
の
部

5
3
,
5
3
8

営
業
収
益

5
3
,
2
2
7

医
業
収
益

4
5
,
8
2
9

運
営
費
負
担
金
等
収
益

5
,
0
8
8

補
助
金
等

2
,
3
1
0

営
業
外
収
益

3
1
1

運
営
費
負
担
金
等
収
益

7
4

補
助
金
等
収
益

1
4

そ
の
他
営
業
外
収
益

2
2
3

臨
時
利
益

0

費
用
の
部

5
2
,
3
1
6

営
業
費
用

5
1
,
0
9
9

医
業
費
用

4
9
,
1
7
0

給
与
費

2
7
,
5
7
3

材
料
費

9
,
9
1
6

経
費

7
,
7
1
7

減
価
償
却
費

3
,
7
0
9

研
究
研
修
費

2
5
5

一
般
管
理
費

1
,
9
2
9

営
業
外
費
用

1
,
1
8
1

臨
時
損
失

3
6

純
利
益

1
,
2
2
2

H
2
6年

度
H

27
年

度
H

2
8年

度
H

29
年

度
H

3
0年

度
合

計
収

益
の

部
11

,1
29

11
,2

88
11

,3
82

11
,6

03
11

,5
07

56
,9

09
営

業
収

益
11

,0
05

11
,1

63
11

,1
96

11
,4

91
11

,3
91

56
,2

46
医

業
収

益
9,

50
5

9,
64

3
9,

61
4

9,
89

3
9,

76
5

48
,4

20
運

営
費

負
担

金
等

収
益

1,
01

7
1,

05
6

1,
04

3
1,

03
7

1,
08

0
5,

23
3

補
助

金
等

48
3

46
4

53
9

56
1

54
6

2,
59

3
営

業
外

収
益

12
4

10
7

11
4

10
7

11
6

56
8

運
営

費
負

担
金

等
収

益
15

14
12

11
9

61
補

助
金

等
収

益
5

15
20

23
22

85
そ

の
他

営
業

外
収

益
10

4
78

82
73

85
42

2
臨

時
利

益
0

18
72

5
0

95
費

用
の

部
10

,4
55

10
,8

65
10

,9
27

11
,2

90
11

,5
02

55
,0

39
営

業
費

用
10

,0
32

10
,4

71
10

,4
40

10
,8

99
11

,1
47

52
,9

89
医

業
費

用
9,

76
9

10
,2

19
10

,1
89

10
,5

22
10

,5
43

51
,2

42
給

与
費

5,
59

4
5,

75
1

5,
80

9
5,

92
1

6,
07

0
29

,1
45

材
料

費
2,

05
8

2,
18

9
2,

11
2

2,
33

5
2,

09
0

10
,7

84
経

費
1,

43
3

1,
40

1
1,

40
6

1,
43

2
1,

51
8

7,
19

0
減

価
償

却
費

64
0

84
7

82
8

80
2

81
0

3,
92

7
研

究
研

修
費

44
31

34
32

55
19

6
一

般
管

理
費

26
3

25
2

25
1

37
7

60
4

1,
74

7
営

業
外

費
用

40
0

34
6

31
4

33
3

34
0

1,
73

3
臨

時
損

失
23

48
17

3
58

15
31

7
純

利
益

67
4

42
3

45
5

31
3

5
1,

87
0

区
　

分
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4
1

３
資
金
計
画
（
平
成
2
6
年
度
～
平
成
3
0
年
度
）

３
資
金
計
画
（
平
成
2
6
年
度
～
平
成
3
0
年
度
）

（
単
位
：
百
万
円
）

（
単
位
：
百
万
円
）

区
分

金
額

資
金
収
入

5
9
,
2
4
5

業
務
活
動
に
よ
る
収
入

5
1
,
5
6
0

診
療
業
務
に
よ
る
収
入

4
5
,
9
1
1

運
営
費
負
担
金
等
に
よ
る
収

5
,
1
6
2

入 そ
の
他
の
業
務
活
動
に
よ
る

4
8
7

収
入

投
資
活
動
に
よ
る
収
入

1
,
5
7
6

運
営
費
負
担
金
に
よ
る
収
入

1
,
5
5
8

そ
の
他
の
投
資
活
動
に
よ
る

1
8

収
入

財
務
活
動
に
よ
る
収
入

3
,
3
0
9

長
期
借
入
に
よ
る
収
入

3
,
3
0
9

秋
田
市
か
ら
の
繰
越
金

2
,
8
0
0

資
金
支
出

5
4
,
6
9
0

業
務
活
動
に
よ
る
支
出

4
8
,
3
5
7

給
与
費
支
出

2
7
,
8
5
2

材
料
費
支
出

1
0
,
2
6
6

そ
の
他
の
業
務
活
動
に
よ
る

1
0
,
2
3
9

支
出

投
資
活
動
に
よ
る
支
出

3
,
7
1
1

有
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ

3
,
7
1
1

る
支
出

財
務
活
動
に
よ
る
支
出

2
,
6
2
2

長
期
借
入
金
の
返
済
に
よ
る

1
,
0
5
6

支
出

移
行
前
地
方
債
償
還
債
務
の

1
,
5
6
6

償
還
に
よ
る
支
出

次
期
中
期
目
標
期
間
へ
繰
越
金

4
,
5
5
5

運
営

費
負

担
金

に
よ

る
収

入
1,

03
2

1,
07

0
1,

05
5

1,
09

0
1,

08
9

5,
33

6
そ

の
他

の
業

務
活

動
に

よ
る

収
入

13
2

17
7

12
6

10
3

16
4

70
2

投
資

活
動

に
よ

る
収

入
25

5
22

3
66

8
73

8
39

1
2,

27
5

運
営

費
負

担
金

に
よ

る
収

入
25

2
22

1
34

7
39

4
38

9
1,

60
3

そ
の

他
の

投
資

活
動

に
よ

る
収

入
3

2
32

1
34

4
2

67
2

財
務

活
動

に
よ

る
収

入
1,

27
1

47
7

10
2

14
0

41
6

2,
40

6
長

期
借

入
に

よ
る

収
入

1,
27

1
47

7
10

2
14

0
41

6
2,

40
6

前
期

年
度

計
画

か
ら

の
繰

越
金

3,
10

9
1,

91
5

1,
63

7
1,

46
6

4,
21

3
資

金
支

出
13

,1
84

11
,7

76
11

,8
73

10
,9

67
11

,5
72

59
,3

72
業

務
活

動
に

よ
る

支
出

9,
52

6
10

,2
30

9,
79

7
10

,0
77

10
,3

97
50

,0
27

給
与

費
支

出
5,

42
3

5,
62

4
5,

70
9

5,
83

2
6,

09
6

28
,6

84
材

料
費

支
出

2,
05

4
2,

17
7

2,
11

7
2,

34
2

2,
25

7
10

,9
47

そ
の

他
の

業
務

活
動

に
よ

る
支

出
2,

04
9

2,
42

9
1,

97
1

1,
90

3
2,

04
4

10
,3

96
投

資
活

動
に

よ
る

支
出

3,
23

5
1,

19
1

1,
45

9
19

1
50

5
6,

58
1

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

73
5

59
1

25
9

19
1

50
5

2,
28

1
有

価
証

券
等

の
取

得
に

よ
る

支
出

2,
50

0
60

0
1,

20
0

0
0

4,
30

0
財

務
活

動
に

よ
る

支
出

42
3

35
5

61
7

69
9

67
0

2,
76

4
長

期
借

入
金

の
返

済
に

よ
る

支
出

0
0

28
9

40
0

44
7

1,
13

6
42

3
35

5
30

0
28

9
22

3
1,

59
0

リ
ー

ス
債

務
の

返
済

に
よ

る
支

出
0

0
28

10
0

38
次

期
年

度
計

画
へ

の
繰

越
金

1,
91

5
1,

63
7

1,
46

6
2,

48
9

4,
48

5

移
行

前
地

方
債

償
還

債
務

の
償

還
等

に
よ

る
支

出

H
2
6
年

度
H

2
7
年

度
H

2
8
年

度
H

2
9
年

度
H

3
0
年

度
合

計
資

金
収

入
1
5
,0

9
9

13
,4

1
3

13
,3

39
1
3,

4
5
6

1
6,

0
5
7

71
,3

6
4

業
務

活
動

に
よ

る
収

入
1
0
,4

6
4

10
,7

9
8

10
,9

32
1
1,

1
1
2

1
1,

0
3
7

54
,3

4
3

診
療

業
務

に
よ

る
収

入
9
,3

0
0

9
,5

5
1

9
,7

51
9,

9
19

9
,7

8
4

48
,3

0
5

区
　

分
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4
2

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

第
５

短
期
借
入
金
の
限
度
額

第
５

短
期
借
入
金
の
限
度
額

1
,
0
0
0
百
万
円

中
期
計
画
で
想
定
さ
れ
た
短
期
借
入
金
を
要
す
る
資
金
不
足
の
状
況
は
発
生
せ
ず
、
事
業

１
限
度
額

資
金
は
建
設
改
良
費
に
使
用
し
た
長
期
借
入
金
等
を
除
き
自
己
資
金
で
賄
い
ま
し
た
。

２
想
定
さ
れ
る
短
期
借
入
金
の
発
生
理
由

(
1
)
運
営
費
負
担
金
等
の
受
入
れ
遅
延
等
に
よ

－

る
資
金
不
足
へ
の
対
応

(
2
)
賞
与
の
支
給
等
一
時
的
な
資
金
不
足
へ
の

【
自
己
評
価
し
な
い
理
由
】

対
応

短
期
借
入
金
を
要
す
る
状
況
が
発
生
し
な
か
っ
た
た
め
、
計
画
の
と
お
り
で
は
あ
る
が
、
評
価

(
3
)
医
療
機
器
等
の
購
入
に
係
る
一
時
的
な
資

基
準
が
な
い
た
め
評
価
し
な
い
。

金
不
足
へ
の
対
応

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

第
６

出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
等
の
処
分
に
関
す

第
６

出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
等
の
処
分
に
関
す
る
計
画

な
し

る
計
画

な
し

－

【
自
己
評
価
し
な
い
理
由
】

計
画
、
実
績
と
も
に
「
な
し
」
の
た
め
計
画
の
と
お
り
で
は
あ
る
が
、
評
価
基
準
が
な
い
た
め

評
価
し
な
い
。
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4
3

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

第
７

そ
の
他
の
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担

第
７

そ
の
他
の
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
計
画

な
し

保
に
供
す
る
計
画

な
し

－

【
自
己
評
価
し
な
い
理
由
】

計
画
、
実
績
と
も
に
「
な
し
」
の
た
め
計
画
の
と
お
り
で
は
あ
る
が
、
評
価
基
準
が
な
い
た
め

評
価
し
な
い
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

第
８

剰
余
金
の
使
途

第
８

剰
余
金
の
使
途

、
。

決
算
に
お
い
て
剰
余
金
が
生
じ
た
場
合
は
、
病

決
算
に
お
い
て
生
じ
た
剰
余
金
は
将
来
の
施
設
整
備
に
備
え
る
た
め
預
金
に
充
て
ま
し
た

院
施
設
の
整
備
、

医
療
機
器
の
購
入
等
に
充
て

－

ま
す
。

【
自
己
評
価
し
な
い
理
由
】

計
画
の
と
お
り
で
は
あ
る
が
、
評
価
基
準
が
な
い
た
め
評
価
し
な
い
。
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4
4

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

第
９

料
金
に
関
す
る
事
項

第
９

料
金
に
関
す
る
事
項

１
料
金

１
料
金

当
院
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
額

左
記
の
と
お
り
。

と
し
ま
す
。

－

(
1
)
健
康
保
険
法
（
大
正
1
1
年
法
律
第
7
0
号
）

第
7
6
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
算
定
方
法
お
よ
び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
5
7
年
法
律

第
8
0
号
）
第
7
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
の
給
付
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
以
下

「
診
療
報
酬
告
示
」
と
い
う
）
に
よ
り
算

。

定
し
た
額

(
2
)
健
康
保
険
法
第
8
5
条
第
２
項
お
よ
び
第
8
5

条
の
２
第
２
項
な
ら
び
に
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
第
7
4
条
第
２
項
お
よ
び

第
7
5
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
基
準
（
以
下
「
入
院
時
療
養
費

告
示
」
と
い
う
）
に
よ
り
算
定
し
た
額

。

(
3
)
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
3
0
年
法

律
第
9
7
号
）
お
よ
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険

法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
5
0
号
）
の
規
定
に
よ

る
療
養
の
給
付
の
対
象
と
な
る
診
療
に
つ
い

て
は
、
診
療
報
酬
告
示
に
定
め
る
点
数
に
そ

れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
お

よ
び
入
院
時
療
養
費
告
示
に
よ
り
算
出
し
た

額 ア
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法

1
5
円
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4
5

イ
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

1
1
.
5
円

(
4
)
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額

２
料
金
の
減
免

２
料
金
の
減
免

理
事
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

平
成
２
６
年
度
に
１
件
、
秋
田
市
か
ら
申
請
が
あ
り
、
料
金
の
全
額
を
減
免
し
た
。

合
は
、
料
金
の
全
部
又
は
一
部
を
減
免
す
る
こ

－

と
が
で
き
ま
す
。

【
自
己
評
価
し
な
い
理
由
】

計
画
の
と
お
り
で
は
あ
る
が
、
評
価
基
準
が
な
い
た
め
評
価
し
な
い
。
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4
6

中
期
目
標

第
５

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

１
法
令
・
行
動
規
範
の
遵
守

医
療
法
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
関
係
法
令
を
遵
守
し
、
患
者
の
人
権
に
配
慮
し
た
倫
理
と
行
動
規
範
を
確
立
す
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

第
1
0
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

第
1
0
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

１
法
令
・
行
動
規
範
の
遵
守

１
法
令
・
行
動
規
範
の
遵
守

医
療
法
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
関
係
法
令
や

医
療
法
等
の
関
係
法
令
や
各
種
学
会
等
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
遵
守
し
、
倫
理
的
な
問
題
を

臨
床
倫
理
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
遵
守

含
む
と
考
え
ら
れ
る
医
療
行
為
に
つ
い
て
は
、
病
院
内
の
倫
理
委
員
会
又
は
治
験
審
査
委
員

し
、
倫
理
的
な
問
題
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
医

会
に
お
い
て
十
分
な
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

療
行
為
に
つ
い
て
は
、
病
院
内
の
倫
理
委
員
会

ま
た
、
患
者
の
個
人
情
報
の
保
護
と
患
者
や
家
族
か
ら
の
情
報
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、

又
は
治
験
審
査
委
員
会
に
お
い
て
十
分
な
検
討

秋
田
市
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
市
民
等
か
ら
の
公
文

を
行
い
ま
す
。

書
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、
秋
田
市
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
き
、
こ
れ
も
適
切
に
対
応
し

ま
た
、
患
者
の
個
人
情
報
の
保
護
と
患
者
や

ま
し
た
。

Ⅳ

家
族
か
ら
の
情
報
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、
秋

な
お
、
職
員
の
倫
理
と
行
動
規
範
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
を
実
施
し
、

田
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
1
7
年
秋
田
市

倫
理
意
識
の
醸
成
に
努
め
ま
し
た
。

条
例
第
1
1
号
）
お
よ
び
秋
田
市
情
報
公
開
条
例

（
平
成
９
年
秋
田
市
条
例
第
3
9
号
）
に
基
づ
き

適
切
に
対
応
し
ま
す
。

な
お
、
職
員
の
倫
理
と
行
動
規
範
に
つ
い
て

は
、
そ
の
確
立
の
た
め
、
倫
理
や
服
務
等
に
関

す
る
規
程
を
整
備
し
、
職
員
に
そ
の
周
知
徹
底

を
図
り
ま
す
。

倫
理

委
員

会
承

認
件

数
（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
2
0

1
6

5
3

4
6

5
0

治
験

審
査

委
員

会
承

認
件

数
（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
6
1

2
5

2
1

2
4

2
3



-
-

4
7

個
人

情
報

開
示

件
数

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
2

8
1
2

1
5

1
8

情
報

公
開

件
数

（
件

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
0

0
1

5
5
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4
8

中
期
目
標

第
５

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

２
新
た
な
人
事
制
度
の
構
築

職
員
の
意
欲
を
高
め
、
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
勤
務
成
績
等
を
適
正
に
評
価
す
る
人
事
評
価
制
度
や
給
与
制
度
な
ど
の
新
た
な
人
事
制
度
に
つ
い
て
検

討
し
、
そ
の
導
入
に
努
め
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

２
新
た
な
人
事
制
度
の
構
築
と
就
労
環
境
の
整
備

２
新
た
な
人
事
制
度
の
構
築
と
就
労
環
境
の
整
備

職
員
の
意
欲
を
高
め
、
能
力
を
最
大
限
に
発
揮

職
員
の
意
欲
を
高
め
、
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
新
た
な
人
事
制
度
を
構
築
に

さ
せ
る
た
め
、
新
た
な
人
事
制
度
を
構
築
す
る
と

取
り
組
む
と
と
も
に
、
職
員
の
就
労
環
境
の
整
備
を
図
り
ま
し
た
。

、
。

と
も
に
職
員
の
就
労
環
境
の
整
備
を
図
り
ま
す

Ⅳ
(
1
)
新
た
な
人
事
制
度
の
構
築

(
1
)
新
た
な
人
事
制
度
の
構
築

職
員
の
勤
務
成
績
等
を
適
正
に
評
価
す
る
人

外
部
業
者
に
よ
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
支
援
を
受
け
な
が
ら
当
院
独
自
の
人
事
評
価
制
度

、
、

、
事
評
価
制
度
や
そ
の
評
価
結
果
を
反
映
す
る
給

構
築
を
進
め
医
師
に
つ
い
て
は
評
価
項
目
や
運
用
ル
ー
ル
等
の
制
度
の
概
要
が
固
ま
り

与
制
度
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
期
中
期
目

医
師
以
外
に
つ
い
て
は
、
現
状
分
析
を
経
て
評
価
項
目
の
検
討
に
着
手
し
ま
し
た
。

標
期
間
か
ら
の
導
入
に
向
け
、
そ
の
準
備
を
進

め
ま
す
。

(
2
)
就
労
環
境
の
整
備

(
2
)
就
労
環
境
の
整
備

地
域
医
療
を
守
る
使
命
を
全
て
の
職
員
が
共

地
域
医
療
を
守
る
使
命
を
全
て
の
職
員
が
共
有
し
、
一
体
と
な
っ
て
質
の
高
い
医
療
を
提

有
し
、
一
体
と
な
っ
て
質
の
高
い
医
療
を
提
供

供
で
き
る
よ
う
、
ワ
ー
ク
･
ラ
イ
フ
･
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
就
労
環
境
の
整
備
に
努
め
ま
し

で
き
る
よ
う
、
ワ
ー
ク
･
ラ
イ
フ
･
バ
ラ
ン
ス
に

た
。

配
慮
し
た
就
労
環
境
の
整
備
に
努
め
ま
す
。

ア
多
様
な
勤
務
形
態
に
つ
い
て
検
討
し
、
職

ア
多
様
な
勤
務
形
態
に
つ
い
て
検
討
し
、
職
員
に
と
っ
て
働
き
や
す
く
、
働
き
が
い
の
あ

Ⅲ

員
に
と
っ
て
働
き
や
す
く
、
働
き
が
い
の
あ

る
就
労
環
境
の
整
備
に
向
け
て
の
取
組
を
行
い
ま
し
た
。
看
護
師
に
つ
い
て
は
安
全
で
質

る
就
労
環
境
の
整
備
に
向
け
て
の
取
組
を
推

の
高
い
看
護
を
提
供
し
つ
つ
、
職
員
に
と
っ
て
働
き
や
す
い
勤
務
形
態
で
あ
る
正
循
環
に

進
し
ま
す
。

よ
る
勤
務
シ
フ
ト
に
準
じ
た
変
則
二
交
代
制
勤
務
を
導
入
し
ま
し
た
。
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4
9

【
自
己
評
価
Ⅲ
の
理
由
】

平
成
2
7
年
度
、
2
8
年
度
に
お
い
て
短
時
間
勤
務
正
職
員
、
夜
勤
専
門
看
護
師
の
制
度
に
つ
い
て

計
画
に
あ
る
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

イ
院
内
保
育
所
を
設
置
・
運
営
し
、
職
員
の

イ
平
成
２
６
年
４
月
に
院
内
保
育
園
を
設
置
し
、
職
員
の
育
児
支
援
を
行
い
ま
し
た
。

Ⅳ

育
児
を
支
援
し
ま
す
。

ウ
職
員
の
健
康
保
持
の
た
め
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ウ
法
で
年
１
回
の
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
し
、
職
員

ル
ス
を
含
む
健
康
相
談
体
制
を
整
備
し
ま

の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
未
然
防
止
を
図
り
ま
し
た
。

Ⅳ

す
。

ま
た
、
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
体
制
に
つ
い
て
、
職
員
専
用
サ
イ
ト
で
の
周
知

を
引
き
続
き
実
施
し
ま
し
た
。



-
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5
0

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

３
移
行
前
の
退
職
給
付
引
当
金
に
関
す
る
事
項

３
移
行
前
の
退
職
給
付
引
当
金
に
関
す
る
事
項

移
行
時
に
計
上
す
べ
き
退
職
給
付
引
当
金

移
行
時
に
計
上
す
べ
き
退
職
給
付
引
当
金
3
,
0
8
0
百
万
円
は
、
移
行
時
に
退
職
給
付
引
当
金

3
,
0
8
0
百
万
円
に
つ
い
て
は
移
行
時
に
退
職
給
付

2
,
0
0
0
百
万
円
を
計
上
し
て
お
り
、
残
り
の
額
1
,
0
8
0
百
万
円
に
つ
い
て
は
中
期
目
標
期
間
内
に

引
当
金
2
,
0
0
0
百
万
円
を
計
上
し
、
残
り
の
額

計
上
し
ま
し
た
。

Ⅳ

1
,
0
8
0
百
万
円
は
中
期
目
標
期
間
内
に
全
額
を
計

上
し
ま
す
。

退
職

給
付

引
当

金
（
百

万
円

）
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
合

計
2
1
6

2
1
6

2
1
6

2
1
6

2
1
6

1
,0

8
0
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5
1

中
期
目
標

第
５

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

３
病
院
の
改
築
と
医
療
機
能
の
拡
充

施
設
・
設
備
の
老
朽
化
・
狭
あ
い
化
の
解
消
お
よ
び
医
療
の
高
度
化
・
専
門
化
に
対
応
し
た
機
能
の
拡
充
等
を
図
る
た
め
、
病
院
の
改
築
を
計
画
的
に
進
め
る
こ
と
。

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

４
病
院
の
改
築
と
医
療
機
能
の
拡
充

４
病
院
の
改
築
と
医
療
機
能
の
拡
充

当
院
が
目
指
す
医
療
の
充
実
や
施
設
の
ア
メ
ニ

新
病
院
に
お
け
る
医
療
機
能
や
施
設
整
備
、
事
業
計
画
等
に
つ
い
て
策
定
し
た
「
市
立
秋
田

Ⅳ

テ
ィ
向
上
等
を
図
る
た
め
、
市
立
秋
田
総
合
病
院

総
合
病
院
改
築
基
本
構
想
」
に
基
づ
き
、
病
院
改
築
基
本
設
計
業
務
を
実
施
し
ま
し
た
。

改
築
基
本
構
想
に
基
づ
き
病
院
の
改
築
を
計
画
的

に
進
め
ま
す
。
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5
2

自
己
評
価
と
異

中
期
計
画

実
績

自
己
評
価

な
る
市
長
の
評

価
と
そ
の
理
由

第
1
1
そ
の
他
市
の
規
則
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関

第
1
1
そ
の
他
市
の
規
則
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項

す
る
事
項

１
施
設
お
よ
び
設
備
に
関
す
る
計
画
（
平
成
2
6

１
施
設
お
よ
び
設
備
に
関
す
る
計
画
（
平
成
2
6
年
度
～
平
成
3
0
年
度
）

年
度
～
平
成
3
0
年
度
）

（
単
位
：
百
万
円
）

（
単
位
：
百
万
円
）

施
設
お
よ
び
設
備

予
定
額

財
源

の
内
容

病
院
施
設
お
よ
び

3
,
3
0
9
秋
田
市
か
ら
の

医
療
機
器
等
整
備

長
期
借
入
金

２
中
期
目
標
の
期
間
を
超
え
る
債
務
負
担

２
中
期
目
標
の
期
間
を
超
え
る
債
務
負
担

(
1
)
移
行
前
地
方
債
償
還
債
務

(
1
)
移
行
前
地
方
債
償
還
債
務

（
単
位
：
百
万
円
）

（
単
位
：
百
万
円
）

－
中
期
目
標
期

次
期
以
降

総
債
務

間
償
還
額

償
還
額

償
還
額

1
,
5
6
6

9
5
5

2
,
5
2
1

移
行
前
地
方

債
償
還
債
務

(
2
)
長
期
借
入
金
償
還
債
務

(
2
)
長
期
借
入
金
償
還
債
務

（
単
位
：
百
万
円
）

（
単
位
：
百
万
円
）

中
期
目
標
期

次
期
以
降

総
債
務

間
償
還
額

償
還
額

償
還
額

1
,
0
5
6

2
,
2
5
3

3
,
3
0
9

長
期
借
入
金

償
還
債
務

３
積
立
金
の
処
分
に
関
す
る
計
画

３
積
立
金
の
処
分
に
関
す
る
計
画

な
し

な
し

決
定

額
施

設
お

よ
び

設
備

の
内

容
病

院
施

設
お

よ
び

医
療

機
器

等
整

備

財
源

秋
田

市
か

ら
の

長
期

借
入

金
2,

40
6

中
期

目
標

期
間

償
還

額
次

期
以

降
償

還
額

総
債

務
償

還
額

移
行

前
地

方
債

償
還

債
務

1
,5

6
6

9
5
5

2
,5

2
1

中
期

目
標

期
間

償
還

額
次

期
以

降
償

還
額

総
債

務
償

還
額

長
期

借
入

金
償

還
責

務
1
,1

3
5

1
,2

7
1

2
,4

0
6


